
 

原子力発第２５３０１号 

令和７年１１月２０日 

 

愛 媛 県 知 事 

中  村  時  広  殿 

 

四 国 電 力 株 式 会 社 

取締役社長 社長執行役員 

宮 本 喜 弘 

 

 

伊方発電所１号機廃止措置の第２段階への移行に関する事前協議について 

 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社事業につきましては、平

素から格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、弊社は、伊方発電所１号機の第１段階における廃止措置作業について、安全確

保を第一に、計画どおりに進めてまいりました。 

 このたび、伊方発電所１号機の第２段階移行のため、本日、原子力規制委員会へ

廃止措置計画変更認可申請を行います。 

 つきましては、「伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」

第９条に基づき、伊方発電所１号機の第２段階における廃止措置に係る計画につい

て、事前協議をさせていただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

敬具 
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原子力発第２５２９９号 

                                       令和７年１１月２０日 

 

 原子力規制委員会 殿 

 

 

                          住 所       高松市丸の内２番５号   

                           申 請 者 名       四国電力株式会社    

                        代表者氏名   取締役社長 社長執行役員 

宮 本 喜 弘 

 

伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の３の 

34 第３項において準用する同法第 12 条の６第３項の規定に基づき，下記

のとおり伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可の申請をいたします。 

 

記 

 

一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

名 称            四国電力株式会社 

住 所            高松市丸の内２番５号  

代表者の氏名      取締役社長 社長執行役員  宮本 喜弘 

 

二 工場又は事業所の名称及び所在地 

名 称            伊方発電所 

所 在 地            愛媛県西宇和郡伊方町 

 

三 発電用原子炉の名称 

名 称            伊方発電所 １号原子炉 
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四 変更に係る事項 

平成 29 年６月 28 日付け原規規発第 1706284 号をもって認可を受け，

別紙１のとおり変更認可を受けた伊方発電所１号炉の廃止措置計画認可

申請書の記載事項中，次の事項の記述を別紙２のとおり変更する。 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方 

  法 

六 性能維持施設 

八 核燃料物質の管理及び譲渡し 

九 核燃料物質による汚染の除去 

十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

 

五 変更の理由 

(1) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間の廃止措置計画の具体化に伴い，

関連する記載の変更及び追加を行う。 

(2) 解体対象施設のうち１号及び２号炉共用施設の整理の変更に伴い，

関連する記載の変更及び追加を行う。 

(3) その他，記載の適正化等を行う。 
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別紙１ 

 

伊方発電所１号炉廃止措置計画変更認可 

認可年月日 認可番号 

令和 2年10月 7日 原規規発第2010075号 

令和 5年 2月 7日 原規規発第2302073号 
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別紙２ 

 

 

変 更 の 内 容 
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四 廃止措置対象施設及びその敷地 

廃止措置対象施設及びその敷地の記述の一部を，伊方発電所１号炉

の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変

更する。



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
6
 
- 

変更前 変更後 備  考 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

2. 廃止措置対象施設の状況 

(3) 廃止措置対象施設の状況 

c. 廃止措置対象施設の汚染状況 

１号炉は，平成23年に原子炉を停止するまでの約35年間の運転

により，設備及び建家の一部が放射性物質によって汚染されてい

る。原子炉容器及び原子炉容器周囲のコンクリート壁を含む領域

（以下「原子炉領域」という。）には，原子炉からの中性子による

放射化により，放射能レベルが比較的高い汚染がある。 

これらの汚染された区域はすべて管理区域に設定し，管理して

いる。 

廃止措置対象施設の管理区域全体図を第4.2図，主な廃止措置対

象施設の推定汚染分布を第4.3図に示す。 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

2. 廃止措置対象施設の状況 

(3) 廃止措置対象施設の状況（初回申請時点） 

c. 廃止措置対象施設の汚染状況 

１号炉は，平成23年に原子炉を停止するまでの約35年間の運転

により，設備及び建家の一部が放射性物質によって汚染されてい

る。原子炉容器及び原子炉容器周囲のコンクリート壁を含む領域

（以下「原子炉領域」という。）には，原子炉からの中性子による

放射化により，放射能レベルが比較的高い汚染がある。 

これらの汚染された区域はすべて管理区域に設定し，管理して

いる。 

廃止措置対象施設の管理区域全体図を第4.2図に，初回申請にお

いて評価した主な廃止措置対象施設の推定汚染分布を第4.3図に示

す。 

 

 

・記載の適正化 

（記載時期の明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（評価時期の明確化） 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
7
 
- 

変更前 変更後 備  考 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（１／５） 

許可年月日 許可番号 備 考 

昭和47年11月29日 47原第10921号 １号炉新設 

 

昭和48年 5月26日 48原第5305号 １号原子炉施設の変更 

海水淡水化装置の設置 

昭和50年 4月25日 50原第2101号 １号原子炉施設の変更 

安全保護回路の変更 

昭和50年12月17日 50原第9167号 １号原子炉施設の変更 

使用済燃料貯蔵ラックの増設 

昭和51年12月 9日 51安(原規)第166

号 

１号原子炉施設の変更 

初装荷炉心におけるバーナブルポ

イズンの使用に係る変更 

昭和52年 3月30日 52安(原規)第100

号 

２号炉増設 

昭和52年 8月15日 52安(原規)第182

号 

１号原子炉施設の変更 

取替燃料濃縮度の変更 

取替炉心におけるバーナブルポイ

ズンの使用に係る変更 

昭和53年 8月15日 53安(原規)第206

号 

１号原子炉施設の変更 

Ｂ型燃料の使用に係る変更 

昭和54年 7月21日 54資庁第1833号 １号及び２号原子炉施設の変更 

１号炉の新燃料貯蔵設備の増設 

２号炉の出力分布調整用制御棒ク

ラスタ駆動装置の変更 

昭和54年 7月28日 54資庁第10264号 １号原子炉施設の変更 

安全保護回路の変更 

昭和54年11月24日 54資庁第11330号 ２号原子炉施設の変更 

新燃料貯蔵設備の増設 

安全保護回路の変更 

昭和56年 4月 3日 55資庁第13416号 １号及び２号原子炉施設の変更 

発電所敷地の拡大 

雑固体焼却設備の新設 

固体廃棄物貯蔵庫の増設 

昭和56年11月11日 56資庁第10698号 １号及び２号原子炉施設の変更 

燃料取替体数及び取替燃料濃縮度

の変更 
 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（１／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

昭和47年11月29日 47原第10921号 １号炉新設 

 

昭和48年 5月26日 48原第5305号 １号原子炉施設の変更 

海水淡水化装置の設置 

昭和50年 4月25日 50原第2101号 １号原子炉施設の変更 

安全保護回路の変更 

昭和50年12月17日 50原第9167号 １号原子炉施設の変更 

使用済燃料貯蔵ラックの増設 

昭和51年12月 9日 51安(原規)第166

号 

１号原子炉施設の変更 

初装荷炉心におけるバーナブルポ

イズンの使用に係る変更 

昭和52年 3月30日 52安(原規)第100

号 

２号炉増設 

昭和52年 8月15日 52安(原規)第182

号 

１号原子炉施設の変更 

取替燃料濃縮度の変更 

取替炉心におけるバーナブルポイ

ズンの使用に係る変更 

昭和53年 8月15日 53安(原規)第206

号 

１号原子炉施設の変更 

Ｂ型燃料の使用に係る変更 

昭和54年 7月21日 54資庁第1833号 １号及び２号原子炉施設の変更 

１号炉の新燃料貯蔵設備の増設 

２号炉の出力分布調整用制御棒ク

ラスタ駆動装置の変更 

昭和54年 7月28日 54資庁第10264号 １号原子炉施設の変更 

安全保護回路の変更 

昭和54年11月24日 54資庁第11330号 ２号原子炉施設の変更 

新燃料貯蔵設備の増設 

安全保護回路の変更 

昭和56年 4月 3日 55資庁第13416号 １号及び２号原子炉施設の変更 

発電所敷地の拡大 

雑固体焼却設備の新設 

固体廃棄物貯蔵庫の増設 

昭和56年11月11日 56資庁第10698号 １号及び２号原子炉施設の変更 

燃料取替体数及び取替燃料濃縮度

の変更 
 

・許可の経緯追加に伴う総数

変更 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
8
 
- 

変更前 変更後 備  考 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（２／５） 

許可年月日 許可番号 備 考 

昭和58年10月27日 58資庁第11625号 １号及び２号原子炉施設の変更 

新燃料貯蔵設備の増設 

２号炉Ｂ型燃料の使用に係る変更 

昭和61年 5月26日 59資庁第7577号 ３号炉増設 

平成元年11月28日 63資庁第13053号 ３号原子炉施設の変更 

蒸気発生器の水室鏡の変更 

主蒸気安全弁の個数及び容量の変

更 

ほう酸注入タンクの削除 

ドラム詰装置の変更 

平成 3年 7月23日 2資庁第9590号 １号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

燃料集合体最高燃焼度の変更 

取替燃料の一部にガドリニア入り

燃料を使用 

ベイラの１，２，３号炉共用化 

使用済燃料の国内再処理委託先の

変更 

平成 8年 7月10日 7資庁第14393号 １号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

３号炉核燃料物質取扱設備の一部

及び使用済燃料貯蔵設備の１，

２，３号炉共用化 

１号炉蒸気発生器の取替え 

１，２号炉出力分布調整用制御棒

クラスタの撤去 

１，２号炉Ｂ型バーナブルポイズ

ンの採用 

１，２号炉液体廃棄物の廃棄設備

の一部共用化 

１号炉蒸気発生器保管庫の設置 

３号炉使用済樹脂貯蔵タンクの

１，２，３号炉共用化 
 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（２／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

昭和58年10月27日 58資庁第11625号 １号及び２号原子炉施設の変更 

新燃料貯蔵設備の増設 

２号炉Ｂ型燃料の使用に係る変更 

昭和61年 5月26日 59資庁第7577号 ３号炉増設 

平成元年11月28日 63資庁第13053号 ３号原子炉施設の変更 

蒸気発生器の水室鏡の変更 

主蒸気安全弁の個数及び容量の変

更 

ほう酸注入タンクの削除 

ドラム詰装置の変更 

平成 3年 7月23日 2資庁第9590号 １号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

燃料集合体最高燃焼度の変更 

取替燃料の一部にガドリニア入り

燃料を使用 

ベイラの１，２，３号炉共用化 

使用済燃料の国内再処理委託先の

変更 

平成 8年 7月10日 7資庁第14393号 １号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

３号炉核燃料物質取扱設備の一部

及び使用済燃料貯蔵設備の１，

２，３号炉共用化 

１号炉蒸気発生器の取替え 

１，２号炉出力分布調整用制御棒

クラスタの撤去 

１，２号炉Ｂ型バーナブルポイズ

ンの採用 

１，２号炉液体廃棄物の廃棄設備

の一部共用化 

１号炉蒸気発生器保管庫の設置 

３号炉使用済樹脂貯蔵タンクの

１，２，３号炉共用化 
 

・許可の経緯追加に伴う総数

変更 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
9
 
- 

変更前 変更後 備  考 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（３／５） 

許可年月日 許可番号 備 考 

平成11年 1月26日 平成10･05･07資

第6号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

３号炉使用済燃料貯蔵設備の貯蔵

能力の変更 

１号炉出力分布調整用制御棒クラ

スタ駆動装置の撤去 

１号炉蒸気発生器保管庫の保管対

象物の変更 

平成12年 5月30日 平成11･08･17資

第1号 

１号及び２号原子炉施設の変更並び

に１号，２号及び３号使用済燃料の

処分の方法の変更 

２号炉出力分布調整用制御棒クラ

スタ駆動装置の撤去 

２号炉蒸気発生器の取替え 

１号炉蒸気発生器保管庫の１，２

号炉共用化 

使用済燃料の再処理委託先確認方

法の一部変更 

平成15年 8月13日 平成14･04･03原

第27号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

燃料集合体最高燃焼度の変更 

１，２号炉制御棒クラスタの増設

及び炉内構造物取替え 

蒸気発生器保管庫の保管対象物の

変更 
 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（３／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

平成11年 1月26日 平成10･05･07資

第6号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

３号炉使用済燃料貯蔵設備の貯蔵

能力の変更 

１号炉出力分布調整用制御棒クラ

スタ駆動装置の撤去 

１号炉蒸気発生器保管庫の保管対

象物の変更 

平成12年 5月30日 平成11･08･17資

第1号 

１号及び２号原子炉施設の変更並び

に１号，２号及び３号使用済燃料の

処分の方法の変更 

２号炉出力分布調整用制御棒クラ

スタ駆動装置の撤去 

２号炉蒸気発生器の取替え 

１号炉蒸気発生器保管庫の１，２

号炉共用化 

使用済燃料の再処理委託先確認方

法の一部変更 

平成15年 8月13日 平成14･04･03原

第27号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

燃料集合体最高燃焼度の変更 

１，２号炉制御棒クラスタの増設

及び炉内構造物取替え 

蒸気発生器保管庫の保管対象物の

変更 
 

・許可の経緯追加に伴う総数

変更 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
0
 
- 

変更前 変更後 備  考 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（４／５） 

許可年月日 許可番号 備 考 

平成18年 3月28日 平成16･11･01原

第10号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

３号炉取替燃料の一部ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料の装荷 

１，２号炉安全保護回路の信号の

変更 

１，２号炉蓄電池負荷の変更 

１，２，３号炉放射性廃棄物廃棄

施設の一部の１，２号炉共用化又

は１，２，３号炉共用化並びに

１，２号炉放射性廃棄物廃棄施設

の一部の廃止 

平成19年 4月16日 平成18･10･20原

第1号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

不燃性雑固体廃棄物の固形化処理

の採用 

平成22年 5月19日 平成21･10･20原

第30号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

１，２号炉蒸気発生器保管庫の

１，２，３号炉共用化並びに蒸気

発生器保管庫の保管対象物の変更 

平成27年 7月15日 原規規発 

第1507151号 

３号原子炉施設の変更 

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の改正に伴

う重大事故等対処に必要な施設及

び体制の整備等 

平成28年11月 2日 原規規発 

第16110238号 

１号，２号及び３号使用済燃料の処

分の方法の変更 

原子力発電における使用済燃料の

再処理等の実施に関する法律の公

布に伴う変更 
 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（４／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

平成18年 3月28日 平成16･11･01原

第10号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

３号炉取替燃料の一部ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料の装荷 

１，２号炉安全保護回路の信号の

変更 

１，２号炉蓄電池負荷の変更 

１，２，３号炉放射性廃棄物廃棄

施設の一部の１，２号炉共用化又

は１，２，３号炉共用化並びに

１，２号炉放射性廃棄物廃棄施設

の一部の廃止 

平成19年 4月16日 平成18･10･20原

第1号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

不燃性雑固体廃棄物の固形化処理

の採用 

平成22年 5月19日 平成21･10･20原

第30号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

１，２号炉蒸気発生器保管庫の

１，２，３号炉共用化並びに蒸気

発生器保管庫の保管対象物の変更 

平成27年 7月15日 原規規発 

第1507151号 

３号原子炉施設の変更 

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の改正に伴

う重大事故等対処に必要な施設及

び体制の整備等 

平成28年11月 2日 原規規発 

第16110238号 

１号，２号及び３号使用済燃料の処

分の方法の変更 

原子力発電における使用済燃料の

再処理等の実施に関する法律の公

布に伴う変更 
 

・許可の経緯追加に伴う総数

変更 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
1
 
- 

変更前 変更後 備  考 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（５／５） 

許可年月日 許可番号 備 考 

平成29年10月 4日 原規規発 

第1710043号 

３号原子炉施設の変更 

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の改正に伴

う特定重大事故等対処施設の設置 

非常用ガスタービン発電機の設置 

平成30年 6月27日 原規規発 

第1806272号 

３号原子炉施設の変更 

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の改正に伴

う所内常設直流電源設備（３系統

目）の設置 

平成30年12月12日 原規規発 

第1812123号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う地震時の

燃料被覆管の閉じ込め機能の維持

に係る設計方針の追加 

平成31年 1月16日 原規規発 

第1901165号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う「柏崎刈

羽原子力発電所６号炉及び７号炉

の新規制基準適合性審査を通じて

得られた技術的知見の反映」及び

「内部溢水による管理区域外への

漏えいの防止」に係る事項の追加 

令和 2年 1月29日 原規規発 

第2001295号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う有毒ガス

の発生に対する防護方針の追加 

令和 2年 9月16日 原規規発 

第2009168号 

３号原子炉施設の変更 

使用済燃料乾式貯蔵施設の設置 
 

第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（５／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

平成29年10月 4日 原規規発 

第1710043号 

３号原子炉施設の変更 

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の改正に伴

う特定重大事故等対処施設の設置 

非常用ガスタービン発電機の設置 

平成30年 6月27日 原規規発 

第1806272号 

３号原子炉施設の変更 

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の改正に伴

う所内常設直流電源設備（３系統

目）の設置 

平成30年12月12日 原規規発 

第1812123号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う地震時の

燃料被覆管の閉じ込め機能の維持

に係る設計方針の追加 

平成31年 1月16日 原規規発 

第1901165号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う「柏崎刈

羽原子力発電所６号炉及び７号炉

の新規制基準適合性審査を通じて

得られた技術的知見の反映」及び

「内部溢水による管理区域外への

漏えいの防止」に係る事項の追加 

令和 2年 1月29日 原規規発 

第2001295号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う有毒ガス

の発生に対する防護方針の追加 

令和 2年 9月16日 原規規発 

第2009168号 

３号原子炉施設の変更 

使用済燃料乾式貯蔵施設の設置 
 

・許可の経緯追加に伴う総数

変更 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
2
 
- 

変更前 変更後 備  考 

 第4.1表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（６／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

令和 5年 2月 8日 原規規発 

第2302083号 

３号原子炉施設の変更 

使用済樹脂貯蔵タンクの増設 

令和 5年 5月24日 原規規発 

第2305244号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の解釈の改正に伴う震

源を特定せず策定する地震動に係

る標準的な応答スペクトルを考慮

した基準地震動の追加 
 

・許可の経緯追加 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
3
 
- 

変更前 変更後 備  考 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（評価時期の明確化） 
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五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

の記述の一部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変

更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
5
 
- 

変更前 変更後 備  考 

五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

1. 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設 

解体の対象となる施設（以下「解体対象施設」という。）は，第4.2

表に示す廃止措置対象施設のうち，２号又は３号炉との共用施設並び

に放射性物質による汚染のないことが確認された地下建家，地下構造

物及び建家基礎を除くすべてである。 

解体対象施設を第5.1表に，解体対象施設の配置図を第5.1図に示す。 

 

2. 廃止措置の基本方針 

(8) 廃止措置対象施設のうち１号炉原子炉補助建家内に設置している２号炉の

みとの共用設備については，２号炉の廃止措置に必要な機能に影響を与え

ない措置を講じた上で，建家等解体撤去期間開始までに共用を取止め，１

号炉原子炉補助建家内に解体対象施設以外は残存しないようにする。 

(9) 労働災害防止対策として，高所作業対策，石綿等有害物対策，感電防止

対策，粉じん障害対策，酸欠防止対策，騒音防止対策等を講じる。 

 

3. 廃止措置の実施区分 

廃止措置は，廃止措置期間全体を４段階（解体工事準備期間，原子

炉領域周辺設備解体撤去期間，原子炉領域設備等解体撤去期間，建家

等解体撤去期間）に区分し，安全性を確保しつつ次の段階へ進むため

の準備をしながら確実に進める。 

廃止措置の主な手順を第5.2図に示す。 

今回の申請では，解体工事準備期間に行う具体的事項について記載

する。原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に行う具体的事項につい

ては，解体工事準備期間に実施する汚染状況の調査結果や管理区域外

の設備の解体撤去経験等を踏まえ，解体撤去の手順及び工法，放射性

物質の処理及び管理方法等について検討を進め，原子炉領域周辺設備

解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。 

 

 

 

五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

1. 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設 

解体の対象となる施設（以下「解体対象施設」という。）は，第4.2

表に示す廃止措置対象施設のうち，２号及び３号炉との共用施設並び

に放射性物質による汚染のないことが確認された地下建家，地下構造

物及び建家基礎を除くすべてである。 

解体対象施設を第5.1表に，解体対象施設の配置図を第5.1図に示す。 

 

2. 廃止措置の基本方針 

 

 

 

 

(8) 労働災害防止対策として，高所作業対策，石綿等有害物対策，感電防止

対策，粉じん障害対策，酸欠防止対策，騒音防止対策等を講じる。 

 

3. 廃止措置の実施区分 

廃止措置は，廃止措置期間全体を４段階（解体工事準備期間，原子

炉領域周辺設備解体撤去期間，原子炉領域設備等解体撤去期間，建家

等解体撤去期間）に区分し，安全性を確保しつつ次の段階へ進むため

の準備をしながら確実に進める。 

廃止措置の主な手順を第5.2図に示す。 

本廃止措置計画では，解体工事準備期間及び原子炉領域周辺設備解

体撤去期間に行う具体的事項について示す。原子炉領域設備等解体撤

去期間以降に行う具体的事項については，解体工事準備期間及び原子

炉領域周辺設備解体撤去期間に実施する汚染状況の調査結果や管理区

域内外の設備の解体撤去経験等を踏まえ，解体撤去の手順及び工法，

放射性物質の処理及び管理方法等について検討を進め，原子炉領域設

備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画に反映し変更の認可を受

ける。 

 

 

 

 

 

 

・解体対象施設のうち１号及

び２号炉共用施設の整理の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（番号の繰り上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
6
 
- 

変更前 変更後 備  考 

4. 解体の方法 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間では，汚染状況の調査後に安全

確保のための機能に影響を与えない範囲内で，供用を終了した施設

のうち，原子炉領域設備以外の管理区域内設備の解体撤去に着手す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解体撤去は，熱的切断又は機械的切断により行う。具体的な工法

は，解体する設備の構造及び汚染状況，解体に使用する工具の使用

条件，解体に伴い発生する粉じんの影響等を考慮し選定する。ま

た，解体工事準備期間に引き続き，放射能レベルの比較的高い原子

炉領域設備の安全貯蔵，管理区域外の設備の解体撤去，核燃料物質

による汚染の除去及び放射性廃棄物の処理処分を実施する。 

 

4. 解体の方法 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間では，汚染状況の調査後に安全

確保のための機能に影響を与えない範囲内で，供用を終了した施設

のうち，原子炉領域設備以外の管理区域内設備の解体撤去に着手す

る。 

原子炉領域周辺設備の解体撤去は，解体時に追加的な汚染が付着

しないよう，解体撤去範囲に放射性廃棄物でない廃棄物と判断でき

る設備がある場合は，当該設備を先行して解体撤去し，その後，解

体工事準備期間に実施した汚染状況の調査結果による放射能レベル

区分に基づき，放射性物質として扱う必要のないもの，放射性固体

廃棄物の順に，放射能レベルの低いものから解体撤去することを基

本とする。 

また，解体撤去物のうち，放射性物質として扱う必要のないもの

として処理するか放射性固体廃棄物とするかを判断する前段階のも

の（以下「解体保管物」という。）を保管するエリア（以下「保管エ

リア」という。）及び解体保管物の処理を行うエリア（以下，保管エ

リアと併せて「保管エリア等」という。）を確保するために，原子炉

格納容器及び原子炉補助建家内の保管エリア等の設置予定場所にあ

る設備を先行して解体撤去し，その後，保管エリア等として利用す

る。保管エリア等を確保した後，その他の原子炉領域周辺設備の解

体撤去を進める。解体保管物は，処理を行うことにより放射性物質

として扱う必要のないものとして保管エリアから搬出し，再生利用

に供するように努める。 

解体撤去は，熱的切断又は機械的切断により行う。具体的な工法

は，解体する設備の構造及び汚染状況，解体に使用する工具の使用

条件，解体に伴い発生する放射性粉じん（以下「粒子状物質」とい

う。）の影響等を考慮し選定する。また，解体工事準備期間に引き続

き，放射能レベルの比較的高い原子炉領域設備の安全貯蔵，管理区

域外の設備の解体撤去，核燃料物質による汚染の除去及び放射性廃

棄物の処理処分を実施する。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に実施する工事等に係る着手要

件及び完了要件を第 5.3 表に，原子炉領域周辺設備解体撤去期間にお

ける汚染の除去方法を第 9.2 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（略称の追加） 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
7
 
- 

変更前 変更後 備  考 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間 

原子炉領域設備等解体撤去期間では，汚染状況の調査及び安全貯

蔵終了後，放射能レベルの比較的高い原子炉領域設備の解体撤去を

実施する。解体撤去は，熱的切断又は機械的切断により行う。具体

的な工法は，解体する機器の構造及び汚染状況，解体に使用する工

具の使用条件，解体に伴い発生する粉じんの影響等を考慮し選定す

る。特に放射能レベルの比較的高い原子炉領域設備の解体において

は，水中での切断，遠隔操作による切断等，被ばく低減を考慮した

工法を採用する。また，原子炉領域設備等解体撤去期間以前に着手

した設備の解体撤去，核燃料物質による汚染の除去及び放射性廃棄

物の処理処分を引き続き実施する。 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間 

原子炉領域設備等解体撤去期間では，汚染状況の調査及び安全貯

蔵終了後，放射能レベルの比較的高い原子炉領域設備の解体撤去を

実施する。解体撤去は，熱的切断又は機械的切断により行う。具体

的な工法は，解体する機器の構造及び汚染状況，解体に使用する工

具の使用条件，解体に伴い発生する粒子状物質の影響等を考慮し選

定する。特に放射能レベルの比較的高い原子炉領域設備の解体にお

いては，水中での切断，遠隔操作による切断等，被ばく低減を考慮

した工法を採用する。また，原子炉領域設備等解体撤去期間以前に

着手した設備の解体撤去，核燃料物質による汚染の除去及び放射性

廃棄物の処理処分を引き続き実施する。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（略称の反映） 
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注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
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- 

変更前 変更後 備  考 

第5.1表 解体対象施設（１／２） 

施設区分 設備等の区分 設備（建家）名称※１ 

発電用原子

炉施設の一

般構造 

その他の主要な構

造 
原子炉補助建家※２ 

原子炉本体 

炉心 炉心支持構造物 

燃料体 燃料集合体※３ 

原子炉容器 原子炉容器 

放射線遮蔽体 

原子炉容器周囲のコンクリート壁 

原子炉格納容器外周のコンクリート

壁※２ 

核燃料物質

の取扱施設

及び貯蔵施

設 

核燃料物質取扱設

備 

燃料取替装置※４ 

燃料移送装置※４ 

除染装置※４ 

核燃料物質貯蔵設

備 

新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備※４ 

原子炉冷却

系統施設 

１次冷却設備 

蒸気発生器 

１次冷却材ポンプ 

１次冷却材管 

加圧器 

２次冷却設備 タービン 

非常用冷却設備 

高圧注入系 

低圧注入系 

蓄圧注入系 

その他の主要な事

項 

化学・体積制御設備 

余熱除去設備 

タービンバイパス設備 

主蒸気安全弁及び大気放出弁 

 

※１：記載されている設備が設置されている建家（タービン建家)を含む。 

※２：放射性物質による汚染のないことが確認された地下建家，地下構

造物及び建家基礎は本表から除く。 

※３：燃料集合体は，再処理事業者又は加工事業者へ譲り渡す。 

※４：２号又は３号炉との共用施設は解体対象施設から除くものとし，

２号炉のみとの共用施設の解体は２号炉の廃止措置計画にて行う。 

 

第5.1表 解体対象施設（１／３） 

施設区分 設備等の区分 設備（建家）名称※１ 

発電用原子

炉施設の一

般構造 

その他の主要な構

造 
原子炉補助建家※２ 

原子炉本体 

炉心 炉心支持構造物 

燃料体 燃料集合体※３ 

原子炉容器 原子炉容器 

放射線遮蔽体 

原子炉容器周囲のコンクリート壁 

原子炉格納容器外周のコンクリート

壁※２ 

核燃料物質

の取扱施設

及び貯蔵施

設 

核燃料物質取扱設

備 

燃料取替装置※４ 

燃料移送装置※４ 

除染装置※４ 

使用済燃料輸送容器※５ 

核燃料物質貯蔵設

備 

新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備※４ 

原子炉冷却

系統施設 

１次冷却設備 

蒸気発生器 

１次冷却材ポンプ 

１次冷却材管 

加圧器 

２次冷却設備 タービン 

非常用冷却設備 

高圧注入系 

低圧注入系 

蓄圧注入系 

その他の主要な事

項 

化学・体積制御設備 

余熱除去設備 

タービンバイパス設備 

主蒸気安全弁及び大気放出弁 

※１：記載されている設備が設置されている建家（タービン建家)を含む。 

※２：放射性物質による汚染のないことが確認された地下建家，地下構

造物及び建家基礎は本表から除く。 

※３：燃料集合体は，再処理事業者又は加工事業者へ譲り渡す。 

※４：２号及び３号炉との共用施設は解体対象施設から除く。 

※５：２号炉のみとの共用施設は解体対象施設に含む。 

 

・解体対象施設のうち１号及

び２号炉共用施設の整理の

変更に伴う総数変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解体対象施設のうち１号及

び２号炉共用施設の整理の

変更 
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変更前 変更後 備  考 

第5.1表 解体対象施設（２／２） 

施設区分 設備等の区分 設備（建家）名称※１ 

計測制御系

統施設 

計装 
核計装 

その他の主要な計装 

安全保護回路 
原子炉停止回路 

その他の主要な安全保護回路 

制御設備 
制御材 

制御材駆動設備 

その他の主要な事

項 

１次冷却材温度制御設備 

加圧器制御設備 

放射性廃棄

物の廃棄施

設 

気体廃棄物の廃棄

設備 
補助建家排気筒 

液体廃棄物の廃棄

設備 

ほう酸回収系※４ 

廃液処理系※４ 

放射線管理

施設 

屋内管理用の主要

な設備 
放射線監視設備※４ 

屋外管理用の主要

な設備 

排気モニタ※４ 

排水モニタ※４ 

原子炉格納

施設 

構造 原子炉格納容器※２ 

その他の主要な事

項 

原子炉格納容器空気再循環設備 

原子炉格納容器換気設備 

アニュラス空気再循環設備 

原子炉格納容器スプレイ設備 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

蓄電池 

 

 

 

 

 

※１：記載されている設備が設置されている建家（タービン建家)を含む。 

※２：放射性物質による汚染のないことが確認された地下建家，地下構

造物及び建家基礎は本表から除く。 

※３：燃料集合体は，再処理事業者又は加工事業者へ譲り渡す。 

※４：２号又は３号炉との共用施設は解体対象施設から除くものとし，

２号炉のみとの共用施設の解体は２号炉の廃止措置計画にて行う。 

 

第5.1表 解体対象施設（２／３） 

施設区分 設備等の区分 設備（建家）名称※１ 

計測制御系

統施設 

計装 
核計装 

その他の主要な計装 

安全保護回路 
原子炉停止回路 

その他の主要な安全保護回路 

制御設備 
制御材 

制御材駆動設備 

その他の主要な事

項 

１次冷却材温度制御設備 

加圧器制御設備 

中央制御室※５ 

放射性廃棄

物の廃棄施

設 

気体廃棄物の廃棄

設備 

ガス圧縮装置※５ 

ガス減衰タンク※５ 

補助建家排気筒 

液体廃棄物の廃棄

設備 

ほう酸回収系※５ 

廃液処理系※５ 

洗浄排水処理系※４※５ 

放水口※５ 

固体廃棄物の廃棄

設備 

ドラム詰装置※４※５ 

ベイラ※４※５ 

使用済樹脂貯蔵タンク※４※５ 

放射線管理

施設 

屋内管理用の主要

な設備 

放射線監視設備※４※５ 

放射線管理設備※４※５ 

屋外管理用の主要

な設備 

排気モニタ※４ 

排水モニタ※５ 

原子炉格納

施設 

構造 原子炉格納容器※２ 

その他の主要な事

項 

原子炉格納容器空気再循環設備 

原子炉格納容器換気設備 

アニュラス空気再循環設備 

原子炉格納容器スプレイ設備 

※１：記載されている設備が設置されている建家（タービン建家)を含む。 

※２：放射性物質による汚染のないことが確認された地下建家，地下構

造物及び建家基礎は本表から除く。 

※３：燃料集合体は，再処理事業者又は加工事業者へ譲り渡す。 

※４：２号及び３号炉との共用施設は解体対象施設から除く。 

※５：２号炉のみとの共用施設は解体対象施設に含む。 

 

・解体対象施設のうち１号及

び２号炉共用施設の整理の

変更に伴う総数変更 

 

 

 

 

 

 

 

・解体対象施設のうち１号及

び２号炉共用施設の整理の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（ディーゼル発電機等を次頁

へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

・解体対象施設のうち１号及

び２号炉共用施設の整理の

変更 
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 第5.1表 解体対象施設（３／３） 

施設区分 設備等の区分 設備（建家）名称※１ 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用電源設備 

受電系統※４※５ 

ディーゼル発電機 

蓄電池 

その他の主要な事

項 
海水淡水化装置※５ 

※１：記載されている設備が設置されている建家（タービン建家)を含む。 

※２：放射性物質による汚染のないことが確認された地下建家，地下構

造物及び建家基礎は本表から除く。 

※３：燃料集合体は，再処理事業者又は加工事業者へ譲り渡す。 

※４：２号及び３号炉との共用施設は解体対象施設から除く。 

※５：２号炉のみとの共用施設は解体対象施設に含む。 

 

・記載の適正化 

（ディーゼル発電機等を前頁

より移動） 

・解体対象施設のうち１号及

び２号炉共用施設の整理の

変更 
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・記載の適正化 

（記載の充実） 

 

 

第
5
.
2表

 
解
体
工
事
準
備
期
間
に
実
施
す
る
工
事
等
に
係
る
着
手
要
件
及
び
完
了
要
件
 

手
順
上
の

名
称
 

場
所
 

主
要
設
備
名
称
 

着
手
要
件
 

概
要
 

安
全

確
保

対
策
 

完
了
要
件
 

汚
染
状
況

の
調
査
 

原
子
炉
格
納

容
器
内
及
び

原
子
炉
補
助

建
家
内
 

管
理
区
域
内
の
解

体
の
対
象
と
な
る

設
備
・
建
家
 

廃
止
措
置
段

階
に
あ
る
こ

と
。
 

・
残
存
す
る
放
射
化
さ
れ
た
も
の
に

関
し
て
，
生
成
核
種
の
同
定
及
び

放
射
能
濃
度
分
布
を
評
価
す
る
た

め
，
解
体
対
象
施
設
か
ら
試
料
を

採
取
す
る
。
 

・
二
次
的
な
汚
染
に
関
し
て
，
機
器

及
び
配
管
外
部
か
ら

γ
線
の
測
定

を
行
う
。
 

・
試
料
採
取
時
に
は
汚
染

拡
大
防
止
対
策
を
講
じ

る
。
 

・
試
料
採
取
及
び
測
定
場

所
の
状
況
に
応
じ
て
遠

隔
操
作
装
置
の
導
入
及

び
防
護
具
の
着
用
等
の

被
ば
く
低
減
対
策
を
講

じ
る
。
 

管
理
区
域
内

の
解
体
対
象

施
設
の
解
体

撤
去
に
必
要

な
情
報
を
得

る
こ
と
。
 

管
理
区
域

外
設
備
の

解
体
撤
去
 

管
理
区
域
外
 

管
理
区
域
外
の
解

体
の
対
象
と
な
る

設
備
・
建
家
 

対
象
施
設
が

供
用
を
終
了

し
て
い
る
こ

と
。
 

・
管
理
区
域
外
の
設
備
を
解
体
撤
去

す
る
。
 

・
工
具
等
を
用
い
た
分
解
・
取
り
外

し
，
熱
的
切
断
又
は
機
械
的
切
断

の
工
法
に
よ
り
，
気
中
で
の
切

断
・
破
砕
を
行
う
。
 

・
必
要
に
応
じ
て
局
所
排

風
機
の
設
置
，
粉
じ
ん

等
の
拡
散
防
止
措
置
を

講
じ
る
。
 

・
火
気
使
用
作
業
前
に

は
，
周
辺
に
可
燃
物
が

な
い
こ
と
を
確
認
し
，

不
燃
シ
ー
ト
等
を
用
い

て
養
生
す
る
。
 

管
理
区
域
外

の
解
体
対
象

施
設
を
全
て

撤
去
す
る
こ

と
。
（
原
子

炉
領
域
周
辺

設
備
解
体
撤

去
期
間
以

降
）
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解
体
工
事
準
備
期
間
に
実
施
す
る
工
事
等
に
係
る
着
手
要

件
及

び
完
了
要

件
 

手
順
上
の

名
称
 

場
所
 

主
要
設
備
名
称
 

着
手
要
件
 

概
要
 

安
全
確
保
対
策
 

完
了
要
件
 

汚
染
状
況

の
調
査
 

原
子
炉
格

納
容
器
内

及
び
原
子

炉
補
助
建

家
内
 

管
理
区
域
内
の

解
体
の
対
象
と

な
る
設
備
・
建

家
 

廃
止
措
置
段

階
に
あ
る
こ

と
。
 

・
残
存
す
る
放
射
化
さ
れ

た
も
の
に
関
し
て
，
生

成
核
種
の
同
定
及
び
放

射
能
濃
度
分
布
を
評
価

す
る
た
め
，
解
体
対
象

施
設
か
ら
試
料
を
採
取

す
る
。
 

・
二
次
的
な
汚
染
に
関
し

て
，
機
器
及
び
配
管
外

部
か
ら
γ
線
の
測
定
を

行
う
。
 

・
試
料
採

取
時

に
は
汚
染
拡
大
防
止
対
策
を

講
じ
る
。
 

・
試
料
採

取
及

び
測
定
場
所
の
状
況
に
応
じ

て
遠
隔
操
作
装
置
の
導
入
及
び
防

護
具
の

着
用
等
の
被
ば
く
低
減
対
策
を
講

じ
る
。
 

管
理

区
域
内

の
解

体
対
象

施
設

の
解
体

撤
去

に
必
要

な
情

報
を
得

る
こ

と
。
 

管
理
区
域

外
設
備
の

解
体
撤
去
 

管
理
区
域

外
 

管
理
区
域
外
の

解
体
の
対
象
と

な
る
設
備
・
建

家
 

対
象
施
設
が

供
用
を
終
了

し
て
い
る
こ

と
。
 

・
管
理
区
域
外
の
設
備
を

解
体
撤
去
す
る
。
 

・
工
具
等
を
用
い
た
分

解
・
取
り
外
し
，
熱
的

切
断
又
は
機
械
的
切
断

の
工
法
に
よ
り
，
気
中

で
の
切
断
・
破
砕
を
行

う
。
 

・
必
要
に

応
じ

て
局
所
排
風
機
の
設
置
，
粉

じ
ん
等
の
拡
散
防
止
措
置
を
講
じ

る
。
 

・
火
災
，

爆
発

及
び
重
量
物
の
取
扱
い
に
よ

る
人
為
事
象
に
対
す
る
安
全
対
策

と
し

て
，
難
燃
性
の
資
機
材
の
使
用
，

可
燃
性

ガ
ス
を
使
用
す
る
場
合
の
管
理
の

徹
底
，

重
量
物
に
適
合
し
た
揚
重
設
備
の

使
用
等

の
措
置
を
講
じ
る
。
 

・
事
故
発

生
時

に
は
，
事
故
拡
大
防
止
等
の

応
急
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，

早
期
の

復
旧
に
努
め
る
。
 

管
理

区
域
外

の
解

体
対
象

施
設

を
全
て

撤
去

す
る
こ

と
。

（
原
子

炉
領

域
周
辺

設
備

解
体
撤

去
期

間
以

降
）
 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
2
2
 
- 

変更前 変更後 備  考 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

第
5
.
3
表
 
原
子
炉
領
域
周
辺
設
備
解
体
撤
去
期
間
に
実
施
す
る
工
事
等
に
係
る
着
手
要
件
及
び
完
了
要
件
（
１
／
２
）
 

手
順
上
の

名
称
 

場
所
 

主
要
設
備
名
称
 

着
手
要
件
 

概
要
 

安
全
確
保
対
策
 

完
了
要
件
 

管
理
区
域

内
設
備

（
原
子
炉

領
域
以

外
）
の
解

体
撤
去
 

管
理
区
域

内
 

管
理
区
域
内
の

解
体
の
対
象
と

な
る
設
備
 

・
汚
染
状
況

の
調
査
が

終
了
し
て

い
る
こ

と
。
 

・
対
象
施
設

が
供
用
を

終
了
し
て

い
る
こ

と
。
 

・
管
理
区
域
内
の
設
備

（
原
子
炉
領
域
以
外
）

を
解
体
撤
去
す
る
。
 

・
解
体
撤
去
は
，
解
体
時

に
追
加
的
な
汚
染
が
付

着
し
な
い
よ
う
，
放
射

能
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の

か
ら
解
体
撤
去
す
る
こ

と
を
基
本
と
す
る
。
 

・
解
体
撤
去
し
た
後
の
区

域
の
一
部
に
つ
い
て

は
，
保
管
エ
リ
ア
等
と

し
て
利
用
す
る
。
 

・
解
体
す
る
機
器
の
構
造

及
び
汚
染
状
況
，
解
体

に
使
用
す
る
工
具
の
使

用
条
件
，
解
体
に
伴
い

発
生
す
る
粒
子
状
物
質

の
影
響
等
を
考
慮
し
て

選
定
し
た
工
法
に
よ
り

解
体
撤
去
を
行
う
。
 

・
工
事
の
実
施
に
当

た
っ

て
は

，
施
設
外
へ

の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
及
び
拡

散
防

止

対
策
を
行
う
。
 

・
外
部
被
ば
く
低
減

の
た

め
，

線
量
当
量
率

を
考
慮
し
，
放
射
線
遮
蔽
，
遠
隔

操
作

装

置
の
導
入
，
立
入
制
限
等
を
行
う

。
 

・
内
部
被
ば
く
防
止

の
た

め
，

汚
染
レ
ベ
ル

を
考
慮
し
，
マ
ス
ク
等
の
防
護
具

を
用

い

る
。
 

・
工
事
の
実
施
に
当

た
っ

て
は

，
目
標
線
量

を
設
定
し
，
実
績
線
量
と
比
較
し

改
善

策

を
検
討
す
る
等
し
て
，
被
ば
く
低

減
に

努

め
る
。
 

・
線
量
当
量
率
が
著

し
く

変
動

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
は
，
作
業
中
の
線
量

当
量

率

を
監
視
す
る
。
 

・
火
災
，
爆
発
及
び

重
量

物
の

取
扱
い
に
よ

る
人
為
事
象
に
対
す
る
安
全
対
策

と
し

て
，
難
燃
性
の
資
機
材
の
使
用
，

可
燃

性

ガ
ス
を
使
用
す
る
場
合
の
管
理
の

徹
底

，

重
量
物
に
適
合
し
た
揚
重
設
備
の

使
用

等

の
措
置
を
講
じ
る
。
 

・
事
故
発
生
時
に
は

，
事

故
拡

大
防
止
等
の

応
急
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，

早
期

の

復
旧
に
努
め
る
。
 

管
理
区
域
内

の
解
体
対
象

施
設
（
原
子

炉
領
域
以

外
）
を
全
て

撤
去
す
る
こ

と
。
（
原
子

炉
領
域
設
備

等
解
体
撤
去

期
間
以
降
）
 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
2
3
 
- 

変更前 変更後 備  考 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

  

第
5
.
3
表
 
原
子
炉
領
域
周
辺
設
備
解
体
撤
去
期
間
に
実
施
す
る
工
事
等
に
係
る
着
手
要
件
及
び
完
了
要
件
（
２
／
２
）
 

手
順
上
の

名
称
 

場
所
 

主
要
設
備
名
称
 

着
手
要
件
 

概
要
 

安
全
確
保
対
策
 

完
了

要
件
 

管
理
区
域

外
設
備
の

解
体
撤
去
 

管
理
区
域

外
 

管
理
区
域
外
の

解
体
の
対
象
と

な
る
設
備
・
建

家
 

対
象
施
設
が

供
用
を
終
了

し
て
い
る
こ

と
。
 

・
管
理
区
域
外
の
設
備
を

解
体
撤
去
す
る
。
 

・
工
具
等
を
用
い
た
分

解
・
取
り
外
し
，
熱
的

切
断
又
は
機
械
的
切
断

の
工
法
に
よ
り
，
気
中

で
の
切
断
・
破
砕
を
行

う
。
 

・
必
要
に
応
じ
て
局
所
排
風
機
の
設
置
，
粉

じ
ん
等
の
拡
散
防
止
措
置
を
講
じ
る
。
 

・
火
災
，
爆
発
及
び
重
量
物
の
取
扱
い
に
よ

る
人
為
事
象
に
対
す
る
安
全
対
策
と
し

て
，
難
燃
性
の
資
機
材
の
使
用
，
可
燃
性

ガ
ス
を
使
用
す
る
場
合
の
管
理
の
徹
底
，

重
量
物
に
適
合
し
た
揚
重
設
備
の
使
用
等

の
措
置
を
講
じ
る
。
 

・
事
故
発
生
時
に
は
，
事
故
拡
大
防
止
等
の

応
急
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
早
期
の

復
旧
に
努
め
る
。
 

管
理
区
域
外

の
解
体
対
象

施
設
を
全
て

撤
去
す
る
こ

と
。
（
原
子

炉
領
域
設
備

等
解
体
撤
去

期
間
以
降
）
 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
2
4
 
- 

変更前 備  考 

Ｎ

EL.+10ｍ

屋
内
開
閉
所
※２

※３

事務所

伊 予 灘

タ
ー
ビ
ン
建
家

タービン建屋
事
務
所

原 子 炉
補助建屋

開
閉
所

海水ピット

総合排水処理装置

３号炉取水口
1､2号炉放水口※２

総合事務所

1-固体廃棄物貯蔵庫※３

焼却炉建家※３

1､2号炉取水口

３号炉
原子炉格納
施　設

原子炉建屋

１号炉
原子炉格納
施　設

原 子 炉
補助建家

原 子 炉
  補助建家

EL.+10m

EL.+4.5m

2号炉
原子炉格納
施　設

ﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞﾊｳｽ

２－固体
廃棄物
貯蔵庫※３

ろ過水タンク

蒸気発生器保管庫※３

0 100 200 300ｍ

敷　地　境　界　線

周辺監視区域境界線

EL.+32m

雑固体処理建屋※３

事
務
所

緊急時対策所（EL.32m）

非常用ガスタービン
発電機建屋

EL.+25m

EL.+32m

EL.+84m

使用済燃料
乾式貯蔵施設※３

：解体対象施設※１

※１：２号又は３号炉との共用施設並びに
　　　放射性物質による汚染のないことが
    　確認された地下建家，地下構造物及
    　び建家基礎を除くすべて。
※２：２号炉のみとの共用。
※３：２号及び３号炉との共用。

 

 

第5.1図 解体対象施設の配置図 

 

 

 

 

 

 

  



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
2
5
 
- 

変更後 備  考 

Ｎ

EL.+10ｍ

屋
内
開
閉
所
※２

※３

事務所

伊 予 灘

タ
ー
ビ
ン
建
家

タービン建屋
事
務
所

原 子 炉
補助建屋

開
閉
所

海水ピット

総合排水処理装置

３号炉取水口
1､2号炉放水口※２

総合事務所

1-固体廃棄物貯蔵庫※３

焼却炉建家※３

1､2号炉取水口

３号炉
原子炉格納
施　設

原子炉建屋

１号炉
原子炉格納
施　設

原 子 炉
補助建家

原 子 炉
  補助建家

EL.+10m

EL.+4.5m

2号炉
原子炉格納
施　設

ﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞﾊｳｽ

２－固体
廃棄物
貯蔵庫※３

ろ過水タンク

蒸気発生器保管庫※３

0 100 200 300ｍ

敷　地　境　界　線

周辺監視区域境界線

EL.+32m

雑固体処理建屋※３

事
務
所

緊急時対策所（EL.32m）

非常用ガスタービン
発電機建屋

EL.+25m

EL.+32m

EL.+84m

使用済燃料
乾式貯蔵施設※３

：解体対象施設※１

※１：２号及び３号炉との共用施設並びに
　　　放射性物質による汚染のないことが
　　　確認された地下建家，地下構造物及
　　　び建家基礎を除くすべて。
※２：２号炉のみとの共用。
※３：２号及び３号炉との共用。

 

 

第5.1図 解体対象施設の配置図 
 

 

 

 

・解体対象施設のうち１号及

び２号炉共用施設の整理の

変更に伴う図面及び凡例の

変更 
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六 性能維持施設 

性能維持施設の記述の一部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変

更認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
2
7
 
- 

変更前 変更後 備  考 

六 性能維持施設 

1. 性能維持施設 

(5) 換気設備については，管理区域を解除するまでの期間，使用済燃

料の貯蔵管理，放射性廃棄物の処理，放射線業務従事者の被ばく低

減等を考慮して，空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い放

射性粉じんが発生する可能性のある区域で発電用原子炉施設外への

放出の防止及び他区域への移行の防止のために必要な場合は，建家

内の換気機能及び性能を維持管理する。 

六 性能維持施設 

1. 性能維持施設 

(5) 換気設備については，管理区域を解除するまでの期間，使用済燃

料の貯蔵管理，放射性廃棄物の処理，放射線業務従事者の被ばく低

減等を考慮して，空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い粒

子状物質が発生する可能性のある区域で発電用原子炉施設外への放

出の防止及び他区域への移行の防止のために必要な場合は，建家内

の換気機能及び性能を維持管理する。 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（略称の反映） 
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八 核燃料物質の管理及び譲渡し 

核燃料物質の管理及び譲渡しの記述の一部を，伊方発電所１号炉の

廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更

する。



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
2
9
 
- 

変更前 変更後 備  考 

八 核燃料物質の管理及び譲渡し 

1. 核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

１号炉の核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量を第 8.1 表に示す。 

 

八 核燃料物質の管理及び譲渡し 

1. 核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

１号炉の核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量を第 8.1 表に示す。 

１号炉原子炉補助建家内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵していた使用

済燃料は，令和元年９月５日に３号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵

設備に搬出を完了した。 

１号炉原子炉補助建家内の新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備

に貯蔵していた新燃料は，令和６年６月 22 日に加工事業者に譲渡しを

完了した。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降，１号炉原子炉補助建家内の

新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備には，新たに核燃料物質を貯

蔵しない。 

 

 

 

・１号炉使用済燃料貯蔵設備

に貯蔵していた使用済燃料

の搬出が完了したこと並び

に１号炉新燃料貯蔵設備及

び使用済燃料貯蔵設備に貯

蔵していた新燃料の譲渡し

を完了したことの明確化 
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九 核燃料物質による汚染の除去 

核燃料物質による汚染の除去の記述の一部を，伊方発電所１号炉の

廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更

する。



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
3
1
 
- 

変更前 変更後 備  考 

九 核燃料物質による汚染の除去 

1. 除染の方針 

(1) 解体対象施設の汚染の特徴 

解体対象施設の一部は，放射化汚染又は二次的な汚染によって汚

染されている。 

このうち，放射化汚染については，放射能レベルの比較的高い原

子炉領域設備等を対象に時間的減衰を図る。機器，配管等の内面に

付着し残存している二次的な汚染については，時間的減衰を図ると

ともに効果的な除染を行うことで，これらの設備を解体撤去する際

の放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低く

する。 

(2) 汚染分布の評価 

主な廃止措置対象施設の汚染の推定分布については，第 4.3 図に

示すとおりであるが，汚染状況の調査により，解体工事準備期間の

除染結果も踏まえた評価の見直しを行う。 

九 核燃料物質による汚染の除去 

1. 除染の方針 

(1) 解体対象施設の汚染の特徴 

解体対象施設の一部は，放射化汚染又は二次的な汚染によって汚

染されている。 

このうち，放射化汚染については，放射能レベルの比較的高い原

子炉領域設備等を対象に時間的減衰を図る。機器，配管等の内面に

付着し残存している二次的な汚染については，時間的減衰を図ると

ともに効果的な除染を行うことで，これらの設備を解体撤去する際

の放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低く

するとともに，解体撤去物の放射能レベルを低減する。 

(2) 汚染分布の評価 

初回申請において評価した主な廃止措置対象施設の汚染の推定分

布については，第4.3図に示すとおりである。 

解体工事準備期間の汚染状況の調査により評価した主な廃止措置

対象施設の汚染の推定分布については，第9.1図に示すとおりであ

る。 
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3. 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降の除染 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に実施する除染については，

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに，除染の要否，除染の

方法等について検討し，廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。 

3. 原子炉領域周辺設備解体撤去期間の除染 

(1) 除染の方法 

a. 解体前除染 

管理区域内設備の解体撤去等における放射線業務従事者の被ば

く低減又は解体撤去物の放射能レベル低減の観点から有効と判断

した場合には，機械的方法又は化学的方法を効果的に組み合わせ

て行う。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間における汚染の除去方法を第

9.2 表に示す。 

b. 解体後除染 

解体撤去物の放射能レベル低減の観点から，解体工事準備期間

に実施した汚染状況の調査の結果を踏まえ，合理的に放射能レベ

ルを低減できると見込まれる解体撤去物に対して，機械的方法又

は化学的方法を効果的に組み合わせて行う。 

(2) 安全管理上の措置 

除染に当たっては，放射性物質の漏えい及び拡散防止対策並びに

被ばく低減対策を講じることを基本とし，環境への放射性物質の放

出抑制及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる

限り低くするよう努める。また，安全確保対策として事故防止対策

を講じる。 

 

4. 原子炉領域設備等解体撤去期間以降の除染 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降に実施する除染については，原

子炉領域設備等解体撤去期間に入るまでに，除染の要否，除染の方法

等について検討し，廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の記述の一

部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較

表の変更後欄のとおり変更する。
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十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

1. 放射性気体廃棄物の廃棄 

1.1 放射性気体廃棄物の種類及び処理の方法 

1.1.2 廃止措置期間中に発生する放射性気体廃棄物の種類及び処理の

方法 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性気体廃

棄物の種類は，主に汚染された機器の切断等に伴って発生する放

射性粉じん等の粒子状放射性物質が想定される。 

この期間に発生する放射性気体廃棄物の処理の方法は，解体工

事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏まえ，原子炉領域周辺

設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 放射性気体廃棄物の推定放出量 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降における放射性気体廃棄物

の推定放出量は，解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏

まえ，原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

1. 放射性気体廃棄物の廃棄 

1.1 放射性気体廃棄物の種類及び処理の方法 

1.1.2 廃止措置期間中に発生する放射性気体廃棄物の種類及び処理の

方法 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に発生する放射性気体廃棄物

の種類は，主に換気系からの排気及び管理区域内設備の解体撤去

に伴って発生する粒子状物質である。 

この期間に発生する放射性気体廃棄物は，原子炉運転中に発生

した放射性気体廃棄物と同様に廃棄物の種類，性状等に応じて処

理を行う。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間の放射性気体廃棄物の処理フ

ローを第10.2図に示す。 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間以降 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降に発生する放射性気体廃棄

物の種類及び処理については，汚染状況の調査結果，解体撤去の

手順及び工法等を踏まえ，原子炉領域設備等解体撤去期間に入る

までに廃止措置計画の変更の認可を受ける。 

 

1.2 放射性気体廃棄物の推定放出量 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に発生する主な放射性気体廃棄

物の種類は，管理区域内設備の解体撤去に伴って発生する粒子状物

質である。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間は，放射性気体廃棄物の放出に

当たり，放射性廃棄物処理機能を維持することから，粒子状物質の

年間放出量は十分少なくなる。 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間以降 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降における放射性気体廃棄物の

推定放出量は，汚染状況の調査結果，解体撤去の手順及び工法等を

踏まえ，原子炉領域設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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1.3 放射性気体廃棄物の管理方法 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降については，管理区域内設

備の解体撤去の状況に応じて，放射性気体廃棄物の処理に必要とな

る放射性廃棄物処理機能，放出管理機能等の必要な機能を有する設

備を維持管理し，管理放出する。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性気体廃棄

物の管理方法は，解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏

まえ，原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

1.3 放射性気体廃棄物の管理方法 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に管理区域内設備の解体撤去に

伴って発生する粒子状物質が主となる放射性気体廃棄物について

は，原子炉格納容器排気設備又は原子炉補助建家排気設備を通した

後，排気筒から放出する。 

また，放射性気体廃棄物の放出に際しては，排気筒等において放

射性物質濃度の測定等を行い，「線量限度等を定める告示」に定める

周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにすると

ともに，放射性気体廃棄物の年間放出量から，「線量目標値に関する

指針」に基づき，放射性気体廃棄物の放出管理目標値を第 10.2 表の

とおり設定し，これを超えないように努める。 

周辺環境に対する放射線モニタリングについては，原子炉運転中

と同様に行う。 

放射性気体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を保安規定に

定めて管理する。 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間以降 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降に発生する放射性気体廃棄物

の管理方法は，汚染状況の調査結果，解体撤去の手順及び工法等を

踏まえ，原子炉領域設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 
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2. 放射性液体廃棄物の廃棄 

2.1 放射性液体廃棄物の種類及び処理の方法 

2.1.2 廃止措置期間中に発生する放射性液体廃棄物の種類及び処理の

方法 

(1) 解体工事準備期間 

解体工事準備期間に発生する放射性液体廃棄物の種類は，原子

炉運転中と同様な廃棄物が想定される。 

この期間に発生する放射性液体廃棄物は，原子炉運転中に発生

した放射性液体廃棄物と同様に廃棄物の種類，性状等に応じて処

理を行う。 

解体工事準備期間の放射性液体廃棄物の処理フローを第 10.2 図

に示す。 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性液体廃

棄物の種類及び処理の方法は，解体工事準備期間に行う汚染状況

の調査結果を踏まえ，原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るま

でに廃止措置計画の変更の認可を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 放射性液体廃棄物の廃棄 

2.1 放射性液体廃棄物の種類及び処理の方法 

2.1.2 廃止措置期間中に発生する放射性液体廃棄物の種類及び処理の

方法 

(1) 解体工事準備期間 

解体工事準備期間に発生する放射性液体廃棄物の種類は，原子

炉運転中と同様な廃棄物が想定される。 

この期間に発生する放射性液体廃棄物は，原子炉運転中に発生

した放射性液体廃棄物と同様に廃棄物の種類，性状等に応じて処

理を行う。 

解体工事準備期間の放射性液体廃棄物の処理フローを第 10.3 図

に示す。 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に発生する放射性液体廃棄物

の種類は原子炉運転中と同様な廃棄物が想定される。 

この期間に発生する放射性液体廃棄物は，原子炉運転中に発生

した放射性液体廃棄物と同様に廃棄物の種類，性状等に応じて処

理を行う。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間の放射性液体廃棄物の処理フ

ローを第 10.4 図に示す。 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間以降 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降に発生する放射性液体廃棄

物の種類及び処理の方法は，汚染状況の調査結果，解体撤去の手

順及び工法等を踏まえ，原子炉領域設備等解体撤去期間に入るま

でに廃止措置計画の変更の認可を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（図番号の繰り下げ） 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
3
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変更前 変更後 備  考 

2.2 放射性液体廃棄物の推定放出量 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降における放射性液体廃棄物

の推定放出量は，解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏

まえ，原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 放射性液体廃棄物の管理方法 

(1) 解体工事準備期間 

解体工事準備期間は，放射性液体廃棄物を適切に処理するため

に，放出量を合理的に達成できる限り低くするとともに，放射性廃

棄物処理機能等の必要な機能を有する設備を維持管理する。 

また，放射性液体廃棄物の放出に際しては，放出前のタンクにお

いて放射性物質濃度の測定等を行い，排水中の放射性物質濃度が，

「線量限度等を定める告示」に定める周辺監視区域外における水中

の濃度限度を超えないようにするとともに，放射性液体廃棄物の年

間放出量から，「線量目標値に関する指針」に基づき，放射性液体廃

棄物の放出管理目標値を第 10.2 表のとおり設定し，これを超えない

ように努める。排水中の放射性物質の濃度は，排水モニタによって

監視する。 

 

原子炉格納容器冷却材ドレン及び原子炉補助建家冷却材ドレンに

ついては，これらに含まれるほう酸を回収し再使用する必要がない

ことから，廃液処理系にて処理を行う。 

放射性液体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を保安規定に

定めて管理する。 

 

2.2 放射性液体廃棄物の推定放出量 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間は，設備の維持管理や管理区域

内設備の解体撤去等に伴う設備の残水等が発生するが，液体廃棄物

の廃棄設備等の必要な設備について機能を維持すること及び海水中

における放射性物質の濃度を原子炉運転中と同等に維持するように

１号及び２号炉の運転終了と１号炉海水ポンプの廃止に伴う復水器

冷却水等の量の減少を考慮した放出管理目標値を設定することか

ら，放射性液体廃棄物の年間放出量は，原子炉設置許可申請書に記

載の年間放出量を超えないと評価できる。 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間以降 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降における放射性液体廃棄物の

年間放出量は，汚染状況の調査結果，解体撤去の手順及び工法等を

踏まえ，原子炉領域設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

 

2.3 放射性液体廃棄物の管理方法 

(1) 解体工事準備期間 

解体工事準備期間は，放射性液体廃棄物を適切に処理するため

に，放出量を合理的に達成できる限り低くするとともに，放射性廃

棄物処理機能等の必要な機能を有する設備を維持管理する。 

また，放射性液体廃棄物の放出に際しては，放出前のタンクにお

いて放射性物質濃度の測定等を行い，排水中の放射性物質濃度が，

「線量限度等を定める告示」に定める周辺監視区域外における水中

の濃度限度を超えないようにするとともに，放射性液体廃棄物の年

間放出量から，「線量目標値に関する指針」に基づき，放射性液体廃

棄物の放出管理目標値を第 10.3 表のとおり設定し，これを超えない

ように努める。１号炉海水ポンプの廃止以降，１号炉から発生する

放射性液体廃棄物は，２号炉から放出する。排水中の放射性物質の

濃度は，２号炉の排水モニタによって監視する。 

原子炉格納容器冷却材ドレン及び原子炉補助建家冷却材ドレンに

ついては，これらに含まれるほう酸を回収し再使用する必要がない

ことから，２号炉の廃液処理系にて処理を行う。 

放射性液体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を保安規定に

定めて管理する。 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（表番号の繰り下げ） 

・記載の適正化 

（記載の充実） 
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注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
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変更前 変更後 備  考 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降については，管理区域内設

備の解体撤去の状況に応じて，放射性液体廃棄物の処理に必要とな

る放射性廃棄物処理機能等の必要な機能を有する設備を維持管理

し，管理放出する。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性液体廃棄

物の管理方法は，解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏

まえ，原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間は，放射性液体廃棄物を適切に

処理するために，放出量を合理的に達成できる限り低くするととも

に，放射性廃棄物処理機能等の必要な機能を有する設備を維持管理

する。 

また，放射性液体廃棄物の放出に際しては，放出前のタンクにお

いて放射性物質濃度の測定等を行い，排水中の放射性物質濃度が，

「線量限度等を定める告示」に定める周辺監視区域外における水中

の濃度限度を超えないようにするとともに，放射性液体廃棄物の年

間放出量から，「線量目標値に関する指針」に基づき，放射性液体廃

棄物の放出管理目標値を第 10.4 表のとおり設定し，これを超えない

ように努める。１号炉から発生する放射性液体廃棄物は，２号炉か

ら放出する。排水中の放射性物質の濃度は，２号炉の排水モニタに

よって監視する。 

原子炉格納容器冷却材ドレン及び原子炉補助建家冷却材ドレンに

ついては，これらに含まれるほう酸を回収し再使用する必要がない

ことから，２号炉の廃液処理系にて処理を行う。 

放射性液体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を保安規定に

定めて管理する。 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間以降 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降に発生する放射性液体廃棄物

の管理方法は，汚染状況の調査結果，解体撤去の手順及び工法等を

踏まえ，原子炉領域設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

3. 放射性固体廃棄物の廃棄 

3.1 放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法 

3.1.1 原子炉運転中に発生した放射性固体廃棄物の種類及び処理の方

法 

原子炉運転中に発生した放射性固体廃棄物の種類は，廃液蒸発

装置及び洗浄排水蒸発装置の濃縮廃液，雑固体廃棄物，脱塩塔使

用済樹脂等がある。 

この期間に発生した放射性固体廃棄物は，廃棄物の種類，性状

等に応じて，圧縮減容，焼却処理又は固化等の処理を行い，固体

廃棄物貯蔵庫若しくは蒸気発生器保管庫に保管するか又は使用済

樹脂貯蔵タンク等に貯蔵する。 

放射性固体廃棄物の貯蔵・保管場所ごとの種類及び数量を第

10.3 表に示す。 

 

3.1.2 廃止措置期間中に発生する放射性固体廃棄物の種類及び処理の

方法 

(1) 解体工事準備期間 

解体工事準備期間に発生する放射性固体廃棄物の種類は，原子

炉運転中と同様な廃棄物が想定される。 

この期間に発生する放射性固体廃棄物は，原子炉運転中に発生

した放射性固体廃棄物と同様に廃棄物の種類，性状等に応じて処

理を行う。 

解体工事準備期間の放射性固体廃棄物の処理フローを第 10.3 図

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 放射性固体廃棄物の廃棄 

3.1 放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法 

3.1.1 原子炉運転中に発生した放射性固体廃棄物の種類及び処理の方

法 

原子炉運転中に発生した放射性固体廃棄物の種類は，廃液蒸発

装置及び洗浄排水蒸発装置の濃縮廃液，雑固体廃棄物，脱塩塔使

用済樹脂等がある。 

この期間に発生した放射性固体廃棄物は，廃棄物の種類，性状

等に応じて，圧縮減容，焼却処理又は固化等の処理を行い，固体

廃棄物貯蔵庫若しくは蒸気発生器保管庫に保管するか又は使用済

樹脂貯蔵タンク等に貯蔵する。 

放射性固体廃棄物の貯蔵・保管場所ごとの種類及び数量を第

10.5 表に示す。 

 

3.1.2 廃止措置期間中に発生する放射性固体廃棄物の種類及び処理の

方法 

(1) 解体工事準備期間 

解体工事準備期間に発生する放射性固体廃棄物の種類は，原子

炉運転中と同様な廃棄物が想定される。 

この期間に発生する放射性固体廃棄物は，原子炉運転中に発生

した放射性固体廃棄物と同様に廃棄物の種類，性状等に応じて処

理を行う。 

解体工事準備期間の放射性固体廃棄物の処理フローを第 10.5 図

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（表番号の繰り下げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（図番号の繰り下げ） 
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注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
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変更前 変更後 備  考 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性固体廃

棄物の種類及び処理の方法は，解体工事準備期間に行う汚染状況

の調査結果を踏まえ，原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るま

でに廃止措置計画の変更の認可を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 放射性固体廃棄物の推定発生量 

廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量を第 10.4 表に示

す。 

 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降における放射性固体廃棄物

の推定発生量は，解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏

まえ，原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

 

 

 

 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間は，管理区域内設備の解体撤

去，除染等により，廃液蒸発装置及び洗浄排水蒸発装置の濃縮廃

液，雑固体廃棄物，脱塩塔使用済樹脂等の放射性固体廃棄物が発

生する。 

この期間に発生する放射性固体廃棄物は，原子炉運転中に発生

した放射性固体廃棄物と同様に廃棄物の種類，性状等に応じて処

理を行う。 

また，管理区域内設備の解体撤去等により発生する解体撤去物

のうち，解体保管物については，保管エリアに保管する。解体保

管物は，形状，汚染の状況等に応じて，分別や除染により放射性

物質として扱う必要のないものとして保管エリアから搬出し再生

利用に供するように努めるが，放射性物質として扱う必要のない

ものとして処理できないと判断したものは雑固体廃棄物とする。 

保管エリアの設置予定場所を第 10.6 図に示す。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間の放射性固体廃棄物の処理フ

ローを第 10.7 図に示す。 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間以降 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降に発生する放射性固体廃棄

物の種類及び処理の方法は，汚染状況の調査結果，解体撤去の手

順及び工法等を踏まえ，原子炉領域設備等解体撤去期間に入るま

でに廃止措置計画の変更の認可を受ける。 

 

3.3 放射性固体廃棄物の推定発生量 

廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量を第 10.6 表に示

す。 

 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降における放射性固体廃棄物

の推定発生量は，放射能レベル区分ごとに第 10.6 表に示すとおりで

ある。 

 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（表番号の繰り下げ） 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

3.4 放射性固体廃棄物の管理方法 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性固体廃棄

物の管理方法は，解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏

まえ，原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

3.4 放射性固体廃棄物の管理方法 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間は，放射性固体廃棄物を適切に

処理処分するために，種類，性状等に応じて区分管理し，減容処理

等を行うことで，放射性固体廃棄物の発生量を合理的に達成できる

限り低減する。 

廃止措置工事に伴って発生する放射性固体廃棄物については，固

体廃棄物貯蔵庫等の保管容量を超えないように管理する。 

管理区域内設備の解体撤去に伴って発生する解体撤去物のうち，

解体保管物については，速やかに汚染拡大防止措置を講じた上で，

保管エリアに保管する。 

保管エリアの設置予定場所を第 10.6 図に示す。 

放射性固体廃棄物の処理及び管理並びに保管エリアの管理に係る

必要な措置を保安規定に定めて管理する。 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間以降 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降に発生する放射性固体廃棄物

の管理方法は，汚染状況の調査結果，解体撤去の手順及び工法等を

踏まえ，原子炉領域設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画

の変更の認可を受ける。 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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第10.2表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物中の 

放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値 

（１，２，３号炉合算） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

放射性液体廃棄物中の放射性物質 

（トリチウムを除く） 
3.7×10１０ 

 

 

第10.2表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性気体廃棄物中

の粒子状物質（Ｃｏ－６０）の放出管理目標値（１号炉） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

粒子状物質（Ｃｏ－６０） 1.0×10８ 

 

 

第10.3表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物中の 

放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値 

（１，２，３号炉合算） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

放射性液体廃棄物中の放射性物質 

（トリチウムを除く） 
3.7×10１０ 

 

 

第10.4表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性液体廃棄物中

の放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値 

（１，２，３号炉合算） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

放射性液体廃棄物中の放射性物質 

（トリチウムを除く） 
3.7×10１０ 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（表番号の繰り下げ） 

 

 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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第 10.3 表 放射性固体廃棄物の貯蔵・保管場所ごとの種類及び数量 

（平成 28 年９月末現在） 

貯蔵・保管場所 種類 数量 

使用済樹脂貯蔵タンク 脱塩塔使用済樹脂 174 ｍ３※１ 

使用済燃料貯蔵設備 

使用済制御棒 89 体 

使用済バーナブルポイズン 246 体 

使用済プラギングデバイス 174 体 

固体廃棄物貯蔵庫 
ドラム缶 

均質固化体 494 本 

雑固体 
6,070 本 

その他 2,851 本※２ 

蒸気発生器保管庫 
蒸気発生器 ２ 基 

保管容器 298 ｍ３※３ 

※１：２号及び３号炉で発生した廃棄物を含む。 

※２：200ℓドラム缶相当での保管数量である。 

※３：原子炉容器上部ふた，炉内構造物等を含む。 

 

第 10.5 表 放射性固体廃棄物の貯蔵・保管場所ごとの種類及び数量 

（平成 28 年９月末現在） 

貯蔵・保管場所 種類 数量 

使用済樹脂貯蔵タンク 脱塩塔使用済樹脂 174 ｍ３※１ 

使用済燃料貯蔵設備 

使用済制御棒 89 体 

使用済バーナブルポイズン 246 体 

使用済プラギングデバイス 174 体 

固体廃棄物貯蔵庫 
ドラム缶 

均質固化体 494 本 

雑固体 
6,070 本 

その他 2,851 本※２ 

蒸気発生器保管庫 
蒸気発生器 ２ 基 

保管容器 298 ｍ３※３ 

※１：２号及び３号炉で発生した廃棄物を含む。 

※２：200ℓドラム缶相当での保管数量である。 

※３：原子炉容器上部ふた，炉内構造物等を含む。 

 

・記載の適正化 

（表番号の繰り下げ） 
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第 10.4 表 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量 

（単位：ｔ） 

放射能レベル区分※１ 推定発生量※２ 

低
レ
ベ
ル
放
射
性 

廃
棄
物 

放射能レベルの比較的高いもの（Ｌ１） 約 90 

放射能レベルの比較的低いもの（Ｌ２） 約 880 

放射能レベルの極めて低いもの（Ｌ３） 約 2,070 

放射性物質として扱う必要のないもの 約 39,000 

合計※３ 約 42,000 

※１：放射能レベル区分値は，次のとおり。 
・Ｌ１の区分値の上限は，「原子炉等規制法施行令」第 31 条に定め

る放射能濃度。 
・Ｌ１とＬ２の区分値は，国内で操業されているコンクリートピッ

ト埋設施設の埋設許可条件と同等の最大放射能濃度。 
・Ｌ２とＬ３の区分値は，「原子炉等規制法施行令」（昭和 32 年政

令第 324 号。ただし，平成 19 年政令第 378 号の改正前のもの。）
第 31 条第１項に定める「原子炉施設を設置した工場又は事業所
において生じた廃棄されるコンクリート等で容器に固型化してい
ないもの」に対する濃度上限値の 10 分の１の放射能濃度。 

・放射性物質として扱う必要のないものの区分値は，「原子炉等規
制法」第 61 条の２第１項に規定する「製錬事業者等における工
場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射
能濃度についての確認等に関する規則」第２条に定める放射能濃
度。 

 
 
 

※２：推定発生量は，次のとおり。 
・低レベル放射性廃棄物については，10ｔ単位で切り上げた値であ

る。 
・放射性物質として扱う必要のないもの及び合計については，100

ｔ単位で切り上げた値である。 
・端数処理のため合計値が一致しないことがある。 
・推定発生量には付随廃棄物を含まない。 
 

※３：その他，放射性廃棄物でない廃棄物（管理区域外からの発生分を含
む。）が約 212,000ｔ発生する（1,000ｔ単位で切り上げた値）。 

第 10.6 表 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量 

（単位：ｔ） 

放射能レベル区分※１ 推定発生量※２ 

低
レ
ベ
ル
放
射
性 

廃
棄
物 

放射能レベルの比較的高いもの（Ｌ１） 約 70 

放射能レベルの比較的低いもの（Ｌ２） 約 460 

放射能レベルの極めて低いもの（Ｌ３） 約 6,030 

放射性物質として扱う必要のないもの（ＣＬ） 約 21,900 

合計※３ 約 28,500 

※１：放射能レベル区分値は，次のとおり。 
・Ｌ１の区分値の上限は，「原子炉等規制法施行令」第 31 条に定め

る放射能濃度。 
・Ｌ１とＬ２の区分値は，「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚

染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」別表第１に
定める放射能濃度の 10 分の１。 

・Ｌ２とＬ３の区分値は，「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚
染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」別表第２に
定める放射能濃度の 10 分の１。 

・Ｌ３とＣＬの区分値は，「工場等において用いた資材その他の物
に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止の
ための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則」
別表第１欄の 33 種類の放射性物質のうち，旧原子力安全委員会
が選定した放射性物質（核種）（旧重要 10 核種（Ｈ－３，Ｍｎ－
５４，Ｃｏ－６０，Ｓｒ－９０，Ｃｓ－１３４，Ｃｓ－１３７，
Ｅｕ－１５２，Ｅｕ－１５４，Ｐｕ－２３９及びＡｍ－２４１））
の放射能濃度を，別表第２欄の放射能濃度で除した割合の合計値
として 1.0。 

※２：推定発生量は，次のとおり。 
・二次的な汚染を生じている設備の一部（タンク，配管等の形状）

については，除染効果（除染係数 100）を見込んでいる。 
・低レベル放射性廃棄物については，10ｔ単位で切り上げた値であ

る。 
・ＣＬ及び合計については，100ｔ単位で切り上げた値である。 
・端数処理のため合計値が一致しないことがある。 
・推定発生量には付随廃棄物を含まない。 

※３：その他，放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）（管理区域外からの発
生分を含む。）が約 195,000ｔ発生する（1,000ｔ単位で切り上げた
値）。 

・記載の適正化 

（表番号の繰り下げ） 
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第 10.2 図 原子炉領域周辺設備解体撤去期間の放射性気体廃棄物の処理

フロー 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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添 付 書 類 

 

 



 

今回の変更申請に係る伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請

書の添付書類は以下のとおりである。 

 

添付書類二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る

工事作業区域図 

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

添付書類四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等が

あった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、

影響等に関する説明書 

添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説

明書 

添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき

期間に関する説明書 

添付書類七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画

に関する説明書 

 



 

添付書類二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工

事作業区域図 

廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区

域図の記述の一部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請

書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

添付書類二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業

区域図 

廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置（解体工事準備期間）に

係る工事作業区域図を第2.1.1図に示す。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に係る工事作業区域図については，

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画に反映し変更

の認可を受ける。 

添付書類二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業

区域図 

廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置（解体工事準備期間）に

係る工事作業区域図を第2.1.1図に示す。 

廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置（原子炉領域周辺設備解

体撤去期間以降）に係る工事作業区域図を第2.1.2図に示す。 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更後 備  考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.2図 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置（原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降）に係る 

工事作業区域図 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤
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体化に伴う変更 
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添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書の記述の一部を，

伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表の変

更後欄のとおり変更する。 
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変更前 変更後 備  考 

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

2. 被ばく評価 

2.1 放射線業務従事者の被ばく評価 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降については，汚染状況の調査

結果，解体工法等についての検討結果を踏まえ，原子炉領域周辺設備

解体撤去期間に入るまでに評価を実施し，廃止措置計画に反映し変更

の認可を受ける。 

 

 

 

 

 

 

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

2. 被ばく評価 

2.1 放射線業務従事者の被ばく評価 

(2) 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間の放射線業務従事者の総被ばく

線量は，管理区域内設備の解体撤去，発電用原子炉施設の維持管理等

を考慮して評価した結果から，約 3.8 人・Sv と推定する。 

 

(3) 原子炉領域設備等解体撤去期間 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降については，汚染状況の調査結

果，解体工法等についての検討結果を踏まえ，原子炉領域設備等解体

撤去期間に入るまでに評価を実施し，廃止措置計画に反映し変更の認

可を受ける。 

 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

第3.2.10表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物の年間放出量 

（単位：Bq／y） 

核種 １号炉※１ ２号炉 ３号炉※２ 

Ｃｒ－５１ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｍｎ－５４ － 2.57×10７ 1.11×10９ 

Ｆｅ－５９ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｃｏ－５８ － 8.57×10７ 3.70×10９ 

Ｃｏ－６０ － 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｓｒ－８９ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｓｒ－９０ － 8.57×10６ 3.70×10８ 

Ｉ－１３１ － 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｃｓ－１３４ － 1.71×10８ 7.40×10９ 

Ｃｓ－１３７ － 2.57×10８ 1.11×10１０ 

放出量合計 

（Ｈ－３を除く） 
－ 8.5 ×10８ 3.7 ×10１０ 

Ｈ－３ － 8.5 ×10１１ 5.55×10１３ 

年間の復水器冷却水等の量 

（m３／y） 
－ 2.19×10７ 1.63×10９ 

※１：１号炉から発生する放射性液体廃棄物は２号炉から放出する。 

※２：３号炉における放射性液体廃棄物の年間放出量及び年間の復水器冷却

水等の量は「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値。 

 

第3.2.10表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物の年間放出量 

（単位：Bq／y） 

核種 １号炉※１ ２号炉 ３号炉※２ 

Ｃｒ－５１ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｍｎ－５４ － 2.57×10７ 1.11×10９ 

Ｆｅ－５９ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｃｏ－５８ － 8.57×10７ 3.70×10９ 

Ｃｏ－６０ － 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｓｒ－８９ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｓｒ－９０ － 8.57×10６ 3.70×10８ 

Ｉ－１３１ － 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｃｓ－１３４ － 1.71×10８ 7.40×10９ 

Ｃｓ－１３７ － 2.57×10８ 1.11×10１０ 

放出量合計 

（Ｈ－３を除く） 
－ 8.5 ×10８ 3.7 ×10１０ 

Ｈ－３ － 8.5 ×10１１ 5.55×10１３ 

年間の復水器冷却水等の量 

（m３／y） 
－ 2.19×10７ 1.63×10９ 

※１：１号炉から発生する放射性液体廃棄物は２号炉から放出する。 

※２：３号炉における放射性液体廃棄物の年間放出量及び年間の復水器冷却 

    水等の量は「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（体裁の統一） 
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変更前 変更後 備  考 

2.2.2 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降の評価については，原子炉領

域周辺設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を

受ける。 

2.2.2 原子炉領域周辺設備解体撤去期間 

2.2.2.1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間における環境への放射性物質

の放出に伴い周辺公衆が受ける被ばく線量は，「線量目標値に関す

る指針」，「線量目標値に対する評価指針」，「一般公衆線量評価」，「気

象指針」及び「発電用原子炉廃止措置工事環境影響評価技術調査―

環境影響評価パラメータ調査研究―（平成18年度経済産業省委託調

査，財団法人電力中央研究所）の添付 廃止措置工事環境影響評価

ハンドブック（第３次版）」（以下「電中研ハンドブック」という。）

を参考として評価する。 

なお，評価においては，2001年１月から2001年12月の１年間にお

ける気象データを使用する。また，評価に使用する気象データは，

近年の気象データによる異常年検定を行い，異常がないことを確認

している。 

(1) 放射性気体廃棄物の推定放出量 

a. 放出量評価方法（１号炉） 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に１号炉から発生する放射

性気体廃棄物の主なものは，管理区域内設備の解体撤去に伴って

発生する粒子状物質である。希ガスについては，解体工事準備期

間で実施した作業に伴い放出されており，原子炉領域周辺設備解

体撤去期間以降の放出量は無視できる。よう素についても，解体

工事準備期間と同様，放出量は無視できる。 

したがって，原子炉領域周辺設備解体撤去期間の放射性気体廃

棄物の放出量は，原子炉領域周辺設備の推定放射能量に，解体撤

去に伴う放射性物質の気中移行割合を乗じ，汚染拡大防止囲いか

らの漏えい率並びに局所排風機フィルタ及び建家排気フィルタ

による捕集効率を考慮して求める。解体撤去に伴い発生する放射

性気体廃棄物の大気への移行フローを第3.2.2図に示す。 

放出期間については，原子炉領域周辺設備解体撤去期間におけ

る解体撤去を１年間で行い，発生する放射性気体廃棄物が年間を

通じて放出されるものとして評価する。 

また，原子炉領域周辺設備の推定放射能量については，「添付

書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する

説明書」で評価した推定放射能量（2027年４月１日時点）を基に，

設定する。 
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 (a) 計算式 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に１号炉から放出される

放射性気体廃棄物の量は次式を用いて計算する。 

ＱＡｉ＝ＡＲｉ・ＦＡ・{(１－ｒ１)・(１－ＤＦ１)・(１－ＤＦ２) 

＋ｒ１・(１－ＤＦ２)}        …………………（３－14） 

ＱＡｉ：解体撤去に伴う核種ｉの大気への放出量         (Bq) 

ＡＲｉ：原子炉領域周辺設備の核種ｉの推定放射能量     (Bq) 

ＦＡ ：解体撤去に伴う放射性物質の気中移行割合      (－) 

ＦＡ＝ｆｓ×ｆＬ 

ｆｓ ：飛散率                                       (－) 

ｆＬ ：切断等による欠損割合                         (－) 

ｒ１ ：汚染拡大防止囲いからの漏えい率               (－) 

ＤＦ１：汚染拡大防止囲い局所排風機フィルタの捕集効率 

(－) 

ＤＦ２：建家排気フィルタの捕集効率                   (－) 

(b) 計算条件 

（３－14）式の計算に用いたパラメータを第3.2.21表に示す。 

b. 放出量評価方法（２号炉） 

２号炉から放出される放射性気体廃棄物（希ガス及びよう素）

の量は，「伊方発電所２号炉の廃止措置計画 添付書類三」に示

す解体工事準備期間の値とする。 

c. 放出量評価方法（３号炉） 

３号炉から放出される放射性気体廃棄物（希ガス及びよう素）

の量は，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値とする。 

d. 放出量評価結果 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間における１号炉の放射性気

体廃棄物のうち，実効線量の評価に用いる核種の年間放出量を第

3.2.25表に示す。 
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 第3.2.25表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性気体廃棄物

の年間放出量 

（単位：Bq／y） 

原子炉  

核種※ 
１号炉 ２号炉 ３号炉 

粒
子
状
物
質 

Ｃ－１４ 1.5×10１０ － － 

Ｃｏ－６０ 1.1×10８ － － 

Ｐｕ－２３８ 5.8×10４ － － 

Ａｍ－２４１ 2.1×10４ － － 

Ｃｍ－２４４ 2.6×10５ － － 

※：「2.2.2.1 (2) 放射性気体廃棄物による実効線量」において，各被ばく

経路における線量寄与の割合の合計が90％以上となる核種を示す。 

 

e. 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放出管理目標値 

１号炉の放出管理目標値の対象核種は，粒子状物質のうち，

計測が容易で，核種同定が速やかにできるＣｏ－６０とする。 

第3.2.25表に示す年間放出量から，原子炉領域周辺設備解体

撤去期間における放射性気体廃棄物中の粒子状物質（Ｃｏ－

６０）の放出管理目標値（１号炉）を第3.2.26表のとおり設定

し，これを超えないように努める。 

 

第3.2.26表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性気体廃棄物

中の粒子状物質（Ｃｏ－６０）の放出管理目標値（１号炉） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

粒子状物質（Ｃｏ－６０） 1.0×10８ 
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 (2) 放射性気体廃棄物による実効線量 

a. 実効線量評価の概要 

１号炉から発生する放射性気体廃棄物による実効線量の計算

は，放射性雲からのγ線による外部被ばく，地表沈着物からのγ

線による外部被ばく，呼吸摂取による内部被ばく及び農作物摂取

による内部被ばくを合算して評価する。 

なお，畜産物摂取による内部被ばくについては，発電所周辺（半

径10km以内）に牧草地が存在しないことから，評価の対象外とし

た。 

評価においては，2001年１月から2001年12月の１年間における

気象データを使用する。地上放出の条件で，３号炉を中心として

16方位に分割したうちの陸側９方位の敷地境界外について相対

濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を求め，着目方位及びそ

の隣接方位の寄与を考慮し，最大となる地点の値を評価に用いる。 

b. 実効線量評価方法（１号炉） 

１号炉から発生する放射性気体廃棄物による実効線量は，放射

性気体廃棄物が年間を通じて連続的に放出されるものとして評

価する。 

実効線量の評価に用いる核種は，a.に示す各評価経路における

線量寄与の割合の合計が90％以上となる核種を選定し，放出管理

の観点から，Ｃｏ－６０を評価対象核種として追加する。 

実効線量の評価に用いる核種の年間放出量を第3.2.25表に示

す。 

(a) 放射性雲からのγ線による外部被ばく 

放射性雲からのγ線による外部被ばくの評価に用いる

Ｄ／Ｑは，陸側９方位の敷地境界外について放射性雲からのγ

線による実効線量が最大となる地点の値を用いる。 

放射性雲からのγ線による外部被ばくは次式を用いて計算

する。 

Ｈγ ＝ΣＨγｉ                   …………………（３－15） 
ｉ 

Ｈγｉ＝(Ｄ／Ｑ)・Ｅｉ・Ｑｉ・(3,600×24×365) 

…………………（３－16） 

Ｈγ  ：放射性雲からのγ線による実効線量       (μSv／y) 
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Ｈγｉ：核種ｉに関する放射性雲からのγ線による実効線量 

(μSv／y) 

Ｄ／Ｑ：放射性雲に関する相対線量        (μSv／Bq／MeV) 

Ｅｉ  ：核種ｉのγ線実効エネルギ                    (MeV) 

Ｑｉ  ：解体撤去に伴う核種ｉの大気への放出率      (Bq／s) 
Ｑ Ａ ｉ 

Ｑｉ ＝ 
3,600×24×365 

(b) 地表沈着物からのγ線による外部被ばく 

地表沈着物からのγ線による外部被ばくの評価に用いる

χ／Ｑは，陸側９方位の敷地境界外について年平均地上空気中

濃度が最大となる地点の値を用いる。 

ⅰ. 核種の地表沈着量 

地表沈着量は次式を用いて計算する。 

ＶＧｉ・(χ／Ｑ)Ｄ・Ｑｉ 

ＡＧｉ＝                     ・｛１－exp(－λＧｉ 
λＧｉ 

・ｔＧ)｝              …………………（３－17） 

ＡＧｉ：核種ｉの地表沈着量                     (Bq／m２) 

ＶＧｉ：核種ｉの乾燥沈着速度                     (m／s) 

（χ／Ｑ）Ｄ：地表沈着に関する相対濃度        (s／m３) 

λＧｉ：土壌からの核種ｉの実効除去率           (ｓ－１) 

λＧｉ＝λｉ＋λＳｉ 

λｉ ：核種ｉの崩壊定数                         (ｓ－１) 

λＳｉ：土壌からの核種ｉの系外除去率             (ｓ－１) 

ｔＧ ：放射性物質の沈着を考慮する期間             (ｓ) 

ⅱ. 地表沈着核種からのγ線による実効線量 

地表沈着核種からのγ線による実効線量は次式を用いて

計算する。 

ＨＡ ＝ΣＨＡｉ                           …………………（３－18） 
ｉ 

ＨＡｉ＝ＫＡｉ・ＡＧｉ                    …………………（３－19） 

ＨＡ ：地表沈着核種からのγ線による実効線量 

(μSv／y) 

ＨＡｉ：地表沈着核種ｉからのγ線による実効線量 

(μSv／y) 
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ＫＡｉ：地表沈着核種ｉからの実効線量換算係数 

((μSv／y)／(Bq／m２)) 

(c) 呼吸摂取による内部被ばく 

呼吸摂取による内部被ばくの評価に用いるχ／Ｑは，陸側９

方位の敷地境界外について年平均地上空気中濃度が最大とな

る地点の値を用いる。 

呼吸摂取による内部被ばくの評価は次式を用いて計算する。 

ＨＢ ＝ΣＨＢｉ                             …………………（３－20） 
ｉ 

ＨＢｉ＝Ｂr・ＫＲｉ・(χ／Ｑ)Ｂ・Ｑｉ・365 

…………………（３－21） 

ＨＢ ：呼吸摂取による実効線量                  (μSv／y) 

ＨＢｉ：核種ｉに関する呼吸摂取による実効線量    (μSv／y) 

Ｂr ：成人の呼吸率                              (m３／d) 

ＫＲｉ：呼吸摂取による核種ｉの実効線量換算係数 

(μSv／Bq) 

（χ／Ｑ）Ｂ：呼吸摂取に関する相対濃度           (s／m３) 

(d) 農作物摂取による内部被ばく 

農作物摂取による内部被ばくの評価に用いる放射性核種の

地表沈着量は「(b)ⅰ. 核種の地表沈着量」と同じである。 

農作物摂取による内部被ばくの評価に用いるχ／Ｑは，陸側

９方位の敷地境界外について年平均地上空気中濃度が最大と

なる地点の値を用いる。 

ⅰ. 農作物中の放射性物質濃度（Ｃ－１４以外） 

農作物中の放射性物質濃度（Ｃ－１４以外）の評価は次式

を用いて計算する。 

ＣＶｉ＝Ｃ１Ｖｉ＋Ｃ２Ｖｉ                …………………（３－22） 

ＲＬＶｉ・ＦＥＶｉ 

Ｃ１Ｖｉ＝                ・ＶＧｉ・(χ／Ｑ)Ｆ 
λＥＶｉ・ＹＶ 

・Ｑｉ・｛１－exp(－λＥＶｉ・ｔＶ)｝ 

…………………（３－23） 

ＣＦＶｉ 

Ｃ２Ｖｉ＝          ・ＡＧｉ         …………………（３－24） 
ＳＶ 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

3
-
9
 

変更前 変更後 備  考 

ＣＶｉ  ：農作物Ｖ中の核種ｉの放射性物質濃度 

(Bq／kg) 

Ｃ１Ｖｉ：葉面沈着による農作物Ｖ中の核種ｉの放射性物

質濃度                               (Bq／kg) 

Ｃ２Ｖｉ：経根吸収による農作物Ｖ中の核種ｉの放射性物

質濃度                               (Bq／kg) 

ＲＬＶｉ：農作物Ｖに関する核種ｉの葉面付着割合 

（乾燥沈着）               (－) 

ＦＥＶｉ：農作物Ｖに関する核種ｉの葉面から可食部へ

の移行係数                              (－) 

λＥＶｉ：農作物Ｖからの核種ｉの実効除去率       (ｓ－１) 

λＥＶｉ＝λｉ＋λＷＶｉ 

λＷＶｉ：農作物Ｖに関する核種ｉのウェザリング除去率 

(ｓ－１) 

ＹＶ  ：農作物Ｖの栽培密度                   (kg／m２) 

（χ／Ｑ）Ｆ：農作物摂取に関する相対濃度      (s／m３) 

ｔＶ  ：農作物Ｖへの核種ｉの沈着を考慮する期間 

(ｓ) 

ＣＦＶｉ：土壌から農作物Ｖへの核種ｉの移行割合 

((Bq／kg)／(Bq／kg-soil)) 

ＳＶ  ：農作物Ｖに関する実効地表面密度        (kg／m２) 

ⅱ. 農作物中の放射性物質濃度（Ｃ－１４） 

農作物中の放射性物質濃度（Ｃ－１４）の評価は次式を用

いて計算する。 

(χ／Ｑ)Ｆ・ＱＣ 

ＣＣＶ＝ＦＣＶ・                    
ＣＡ 

…………………（３－25） 

ＣＣＶ：農作物Ｖ中のＣ－１４濃度               (Bq／kg) 

ＦＣＶ：農作物Ｖ中の炭素重量割合             (kg-C／kg) 

ＱＣ ：解体撤去に伴うＣ－１４の大気への放出率 

(Bq／s) 
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変更前 変更後 備  考 

ＱＡＣ 

ＱＣ ＝ 
3,600×24×365 

ＱＡＣ：解体撤去に伴うＣ－１４の大気への放出量     (Bq) 

ＣＡ ：空気中の炭素重量割合                 (kg-C／m３) 

ⅲ. 農作物摂取による実効線量 

農作物摂取による実効線量の評価は次式を用いて計算す

る。 

ＨＦ  ＝ΣΣＨＦＶｉ                   …………………（３－26） 
ｉ  Ｖ 

ＨＦＶｉ＝ＫＦｉ・ＨＶｉ                 …………………（３－27） 

ＨＶｉ ＝365×10－３・ＷＶ・ＣＶｉ・ＦＫＶ 

…………………（３－28） 

ＨＦ  ：農作物摂取による実効線量             (μSv／y) 

ＨＦＶｉ：核種ｉに関する農作物Ｖの摂取による実効線量 

(μSv／y) 

ＫＦｉ ：経口摂取による核種ｉの実効線量換算係数 

(μSv／Bq) 

ＨＶｉ ：農作物Ｖの摂取による核種ｉの摂取量 

(Bq／y) 

ＷＶ  ：人体の農作物Ｖの摂取量                  (g／d) 

ＦＫＶ ：農作物Ｖの市場希釈係数                  (－) 

(e) 計算条件 

（３－15）～（３－28）式の計算に用いたパラメータを第

3.2.27表～第3.2.30表に示す。 

c. 実効線量評価方法（２号炉） 

２号炉から放出される放射性気体廃棄物中の希ガスのγ線に

よる実効線量は，「伊方発電所２号炉の廃止措置計画 添付書類

三」に示す解体工事準備期間の値とする。 

d. 実効線量評価方法（３号炉） 

３号炉から放出される放射性気体廃棄物中の希ガスのγ線に

よる実効線量は，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す

値とする。 

また，放射性気体廃棄物中のよう素による実効線量については，

「2.2.2.3 よう素の放出による被ばく」に示す。 
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変更前 変更後 備  考 

e. 実効線量評価結果 

１号炉から放出される放射性気体廃棄物中の粒子状物質によ

る実効線量を評価した結果は第3.2.39表に示すとおり年間約1.3

μSvである。評価地点は第3.2.3図に示すとおりである。 

これに，２号及び３号炉から放出される放射性気体廃棄物中の

希ガスのγ線による実効線量である年間約1.1μSvを合算し，原

子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性気体廃棄物（よう

素を除く）による周辺公衆が受ける実効線量は年間約2.4μSvで

ある。 

 

第3.2.39表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間の敷地境界外における

粒子状物質による年間実効線量 

（単位：μSv／y） 

評価経路 
実効線量 

１号炉 ２号炉 ３号炉 

放射性雲からのγ線による 

実効線量（Ｈγ） 
3.7×10－５ － － 

地表沈着核種からのγ線による 

実効線量（ＨＡ） 
2.4×10－１ － － 

呼吸摂取による実効線量（ＨＢ） 7.5×10－２ － － 

農作物摂取による実効線量（ＨＦ） 9.3×10－１ － － 

合計 1.3 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

 2.2.2.2 放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間における環境への放射性物質

の放出に伴い周辺公衆が受ける被ばく線量は，「線量目標値に関す

る指針」，「線量目標値に対する評価指針」，「一般公衆線量評価」及

び「原子炉設置許可申請書 添付書類九」における放射性液体廃棄

物による実効線量の評価方法を参考として評価する。 

(1) 放射性液体廃棄物の推定放出量 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間に，１号炉から発生する放射性

液体廃棄物は，解体工事準備期間と同様に，原子炉運転中と同様な

廃棄物である。 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間においては，管理区域内設備の

水中解体は行わないことから，解体に伴って発生する粒子状物質が

液体中に移行することは想定しない。なお，水中解体を行い，それ

に伴って粒子状物質が液体中に移行したとしても，原子炉運転中及

び解体工事準備期間と同様の処理及び管理となる。 

放出管理目標値は，解体工事準備期間と同様に，１号及び２号炉

の運転終了と１号炉海水ポンプの廃止に伴う復水器冷却水等の量

の減少を考慮し，実効線量の計算に用いる海水中における放射性物

質の濃度を原子炉運転中と同等に維持するよう，以下のとおり設定

する。 

a. 海水中における放射性物質の濃度 

「原子炉設置許可申請書 添付書類九」では，放射性液体廃棄

物中に含まれる放射性物質に起因する実効線量の計算に用いる

海水中における放射性物質の濃度は，１，２号炉及び３号炉の放

射性物質の年間放出量をそれぞれの年間の復水器冷却水等の量

で除した放水口における濃度のいずれか大きい方としている。 

b. 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放出管理目標値 

原子炉運転中の実効線量の計算に用いる海水中における放射

性物質の濃度は，原子炉運転中の復水器冷却水等の量を基に計算

している。 

１号及び２号炉の運転終了に伴い，１号及び２号炉の復水器冷

却水等の量を減少させるが，実効線量の計算に用いる海水中にお

ける放射性物質の濃度を原子炉運転中と同等に維持するよう，１

号及び２号炉の年間放出量を減少させる。 

１号炉海水ポンプの廃止以降，１号炉から発生する放射性液体

廃棄物は，２号炉から放出する。 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性液体廃棄物

の年間放出量を第3.2.40表に示す。 

以上を踏まえ，原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射

性液体廃棄物中の放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目

標値（１，２，３号炉合算）を第3.2.41表のとおり設定し，これ

を超えないように努める。 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

 第3.2.40表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性液体廃棄物

の年間放出量 

（単位：Bq／y） 

核種 １号炉※１ ２号炉 ３号炉※２ 

Ｃｒ－５１ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｍｎ－５４ － 2.57×10７ 1.11×10９ 

Ｆｅ－５９ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｃｏ－５８ － 8.57×10７ 3.70×10９ 

Ｃｏ－６０ － 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｓｒ－８９ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｓｒ－９０ － 8.57×10６ 3.70×10８ 

Ｉ－１３１ － 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｃｓ－１３４ － 1.71×10８ 7.40×10９ 

Ｃｓ－１３７ － 2.57×10８ 1.11×10１０ 

放出量合計 

（Ｈ－３を除く） 
－ 8.5 ×10８ 3.7 ×10１０ 

Ｈ－３ － 8.5 ×10１１ 5.55×10１３ 

年間の復水器冷却水等の量 

（m３／y） 
－ 2.19×10７ 1.63×10９ 

※１：１号炉から発生する放射性液体廃棄物は２号炉から放出する。 

※２：３号炉における放射性液体廃棄物の年間放出量及び年間の復水器冷却

水等の量は「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値。 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

 第3.2.41表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性液体廃棄物

中の放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値 

（１，２，３号炉合算） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

放射性液体廃棄物中の放射性物質 

（トリチウムを除く） 
3.7×10１０ 

 

(2) 放射性液体廃棄物による実効線量 

a. 実効線量評価の概要 

放射性液体廃棄物による実効線量の計算は，発電用原子炉施設

の前面海域に生息する海産物を摂取することによって放射性物

質を体内摂取した場合について行う。 

ただし，放射性液体廃棄物中のよう素による実効線量の計算に

ついては，「2.2.2.3 よう素の放出による被ばく」に示す。 

海水中の放射性物質の濃度は，１，２号炉及び３号炉の放射性

物質の年間放出量をそれぞれの年間の復水器冷却水等の量で除

した放水口における濃度のいずれか大きい方とする。 

また，前面海域での拡散による希釈効果は考慮しない。 

b. 実効線量評価方法 

放射性液体廃棄物中の放射性物質（よう素を除く）による実効

線量の計算は，「2.2.1.2(2)b. 実効線量評価方法」で示すとお

りである。 

c. 実効線量評価結果 

放射性液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価結果

は，海水中における放射性物質の濃度を原子炉運転中と同等に維

持するため，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に記載の値

と同等となり，１号，２号及び３号炉による放射性液体廃棄物中

に含まれる放射性物質（よう素を除く）による実効線量は，年間

約2.8μSvである。 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

 2.2.2.3 よう素の放出による被ばく 

(1) 放射性気体廃棄物中のよう素による実効線量 

「2.2.2.1(1) 放射性気体廃棄物の推定放出量」で述べたように，

放射性気体廃棄物中のよう素について，原子炉領域周辺設備解体撤

去期間における１号及び２号炉からの放出量は無視できる。 

３号炉から放出される放射性気体廃棄物中のよう素による実効

線量は，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」における評価結果

を用いる。 

放射性気体廃棄物中のよう素による実効線量を第3.2.42表に，評

価地点を第3.2.1図に示す。 

これによると，放射性気体廃棄物中のよう素の吸入摂取及び葉菜

摂取による実効線量が最大となるのは幼児の場合であり，年間約

0.44μSvとなる。 

 

第3.2.42表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性気体廃棄物

中のよう素による実効線量（１，２，３号炉合算） 

（単位：μSv／y） 

摂取経路 核種 成人 幼児 乳児 

吸入摂取 
Ｉ－１３１ 4.4×10－２ 7.9×10－２ 4.9×10－２ 

Ｉ－１３３ 1.2×10－２ 2.5×10－２ 1.8×10－２ 

葉菜摂取 
Ｉ－１３１ 1.4×10－１ 3.2×10－１ 2.4×10－１ 

Ｉ－１３３ 6.0×10－３ 1.6×10－２ 1.5×10－２ 

合計 2.0×10－１ 4.4×10－１ 3.2×10－１ 

 

(2) 放射性液体廃棄物中のよう素による実効線量 

a. 実効線量評価の概要 

放射性液体廃棄物中のよう素による実効線量の計算は，成人，

幼児及び乳児が，発電用原子炉施設の前面海域に生息する海産物

を摂取することによって，よう素を体内摂取した場合について行

う。 

海水中のよう素の濃度は，「2.2.2.2(2) 放射性液体廃棄物に

よる実効線量」と同様な方法で計算する。 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

b. 実効線量評価方法 

放射性液体廃棄物中のよう素による実効線量の計算は，

「2.2.1.3(2)b. 実効線量評価方法」で示すとおりである。 

c. 実効線量評価結果 

放射性液体廃棄物中のよう素による実効線量の評価結果は，海

水中における放射性物質の濃度を原子炉運転中と同等に維持す

るため，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に記載の値と同

等となり，１号，２号及び３号炉による放射性液体廃棄物中のよ

う素による実効線量は，第3.2.43表のとおりである。 

これによると，実効線量が最大となるのは，海藻類を摂取する

場合の乳児であり，その実効線量は年間約0.40μSvとなる。 

 

第3.2.43表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性液体廃棄物

中のよう素による実効線量（１，２，３号炉合算） 

（単位：μSv／y） 

 成人 幼児 乳児 

海藻類を摂取する場合 1.1×10－１ 3.2×10－１ 4.0×10－１ 

海藻類を摂取しない場合 1.1×10－１ 2.5×10－１ 1.8×10－１ 

 

(3) 放射性気体廃棄物中及び放射性液体廃棄物中のよう素を同時に

摂取する場合の実効線量 

a. 実効線量評価の概要 

実効線量の計算は，空気中及び海水中によう素が存在するとき

の被ばく経路を考慮し，成人，幼児及び乳児が吸入摂取，葉菜摂

取及び海産物摂取によってよう素を体内摂取した場合について

行う。「2.2.2.1(1) 放射性気体廃棄物の推定放出量」で述べた

ように，放射性気体廃棄物中のよう素について，原子炉領域周辺

設備解体撤去期間における１号及び２号炉からの放出量は無視

できる。 

３号炉から放出される放射性気体廃棄物中に含まれるよう素

の年平均地上空気中濃度は，「原子炉設置許可申請書 添付書類

九」における評価結果を用いる。放射性液体廃棄物中に含まれる

よう素の海水中の濃度は，「2.2.2.3(2) 放射性液体廃棄物中の

よう素による実効線量」の場合と同様な方法で計算する。 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

3
-
1
8
 

変更前 変更後 備  考 

b. 実効線量評価方法 

放射性気体廃棄物中及び放射性液体廃棄物中のよう素を同時

に摂取する場合の実効線量の計算は，「2.2.1.3(3)b. 実効線量

評価方法」で示すとおりである。 

c. 実効線量評価結果 

放射性気体廃棄物中及び放射性液体廃棄物中のよう素を同時

に摂取する場合の実効線量を計算した結果を第3.2.44表に示す。 

これによると，実効線量が最大となるのは，海藻類を摂取しな

い場合の幼児であり，その実効線量は年間約0.69μSvである。 

 

第3.2.44表 原子炉領域周辺設備解体撤去期間における放射性気体廃棄物

中及び放射性液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の

実効線量（１，２，３号炉合算） 

（単位：μSv／y） 

 成人 幼児 乳児 

海藻類を摂取する場合 1.2×10－１ 3.5×10－１ 4.4×10－１ 

海藻類を摂取しない場合 3.0×10－１ 6.9×10－１ 5.0×10－１ 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

 2.2.2.4 直接線及びスカイシャイン線による線量 

保管エリアにおいて保管する解体保管物からの直接線及びスカ

イシャイン線による周辺公衆の実効線量は，第3.2.45表に示すとお

り年間で最大約0.56μSvである。 

また，発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線によ

る実効線量は，人の居住の可能性のある敷地境界外において年間

50μSvを下回る。 

 

第3.2.45表 保管エリアにおいて保管する解体保管物からの直接線及び

スカイシャイン線による線量の評価結果 

（単位：μSv／y） 

保管エリアを設置する場所 直接線 スカイシャイン線 合計 

原子炉格納容器 1.6×10－３ 7.3×10－２ 
5.6×10－１ 

原子炉補助建家 2.9×10－１ 1.9×10－１ 
 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

 2.2.2.5 線量評価結果 

敷地境界外における２号及び３号炉からの放射性気体廃棄物中

の希ガスのγ線からの外部被ばくによる実効線量，１号炉からの放

射性気体廃棄物中の粒子状物質による実効線量，放射性液体廃棄物

中の放射性物質（よう素を除く）の摂取に伴う内部被ばくによる実

効線量及びよう素の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量は，それ

ぞれ年間約1.1μSv，年間約1.3μSv，年間約2.8μSv及び年間約0.69

μSvとなり，合計は年間約5.9μSvである。 

この値は，「線量目標値に関する指針」に示される線量目標値の

年間50μSvを下回る。 

 

2.2.3 原子炉領域設備等解体撤去期間以降 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降の評価については，原子炉領域

設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受け

る。 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

3
-
2
1
 

変更前 変更後 備  考 

 第3.2.21表 （３－14）式の計算に用いたパラメータ 

記号 単位 パラメータ 数値 

 

ＡＲｉ 

 

 

ｆｓ 

 

ｆＬ 

 

ｒ１ 

 

 

ＤＦ１ 

 

 

 

ＤＦ２ 

 

 

 

Bq 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

 

原子炉領域周辺設備の

核種ｉの推定放射能量 

 

飛散率 

 

切断等による欠損割合 

 

汚染拡大防止囲いから

の漏えい率 

 

汚染拡大防止囲い局所

排風機フィルタの捕集

効率 

 

建家排気フィルタの捕

集効率 

 

 

第3.2.22表に示す 

 

 

 

第3.2.23表に 

示す 

 

 

 

 

 

第3.2.24表に 

示す 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

3
-
2
2
 

変更前 変更後 備  考 

 第 3.2.22 表 原子炉領域周辺設備の推定放射能量 

評価対象核種 
推定放射能量ＡＲｉ（Bq） 

放射化汚染 二次的な汚染 
１ Ｈ－３ 1.8×10１０ 3.0×10９ 
２ Ｂｅ－１０ 3.4×10２ 1.3×10５ 
３ Ｃ－１４ 6.8×10８ 1.4×10１２ 
４ Ｓ－３５ 1.8×10６ 1.3×10－１１ 
５ Ｃｌ－３６ 4.3×10７ 2.7×10７ 
６ Ｃａ－４１ 2.4×10５ 9.0×10５ 
７ Ｍｎ－５４ 5.1×10７ 7.1×10５ 
８ Ｆｅ－５５ 2.5×10１１ 3.2×10１０ 
９ Ｆｅ－５９ 1.2×10７ ０ 
10 Ｃｏ－５８ 8.7×10７ 7.7×10－１３ 
11 Ｃｏ－６０ 5.1×10１１ 3.7×10１１ 
12 Ｎｉ－５９ 2.6×10９ 3.0×10１０ 
13 Ｎｉ－６３ 2.4×10１１ 3.2×10１２ 
14 Ｚｎ－６５ 2.2×10６ 2.6×10３ 
15 Ｓｅ－７９ 5.6×10３ 2.9×10５ 
16 Ｓｒ－９０ 1.7×10４ 4.1×10８ 
17 Ｚｒ－９３ 1.5×10２ 4.4×10４ 
18 Ｎｂ－９４ 8.9×10６ 1.1×10１０ 
19 Ｍｏ－９３ 5.0×10７ 3.3×10７ 
20 Ｔｃ－９９ 7.6×10６ 1.3×10７ 
21 Ｒｕ－１０６ 1.0 7.5×10３ 
22 Ａｇ－１０８ｍ 2.0×10７ 3.0×10７ 
23 Ｃｄ－１１３ｍ 1.2 1.3×10５ 
24 Ｓｎ－１２６ 6.5×10－２ 3.7×10３ 
25 Ｓｂ－１２５ 1.1×10７ 4.7×10７ 
26 Ｔｅ－１２５ｍ 4.3×10６ 1.7×10７ 
27 Ｉ－１２９ 1.6×10１ 5.6×10３ 
28 Ｃｓ－１３４ 4.9×10７ 4.8×10６ 
29 Ｃｓ－１３７ 1.8×10４ 1.4×10９ 
30 Ｂａ－１３３ 6.2×10５ 2.6×10８ 
31 Ｌａ－１３７ 6.1×10２ 4.6×10２ 
32 Ｃｅ－１４４ 9.3 2.1×10２ 
33 Ｐｍ－１４７ 1.8×10６ 6.5×10７ 
34 Ｓｍ－１５１ 2.0×10８ 1.2×10８ 
35 Ｅｕ－１５２ 3.0×10９ 2.2×10７ 
36 Ｅｕ－１５４ 1.8×10８ 6.1×10７ 
37 Ｈｏ－１６６ｍ 8.4×10６ 2.3×10９ 
38 Ｌｕ－１７６ 3.8×10７ 7.7 
39 Ｉｒ－１９２ｍ 1.3×10６ 1.8×10７ 
40 Ｐｔ－１９３ 4.1×10６ 3.1×10１０ 
41 Ｕ－２３４ 6.5×10５ 4.2×10４ 
42 Ｕ－２３５ 3.0×10４ 1.8×10２ 
43 Ｕ－２３６ 1.3×10－１ 4.2×10３ 
44 Ｕ－２３８ 6.4×10５ 6.0×10３ 
45 Ｎｐ－２３７ 1.1×10－３ 1.4×10４ 
46 Ｐｕ－２３８ 2.4×10－４ 3.3×10８ 
47 Ｐｕ－２３９ 5.8×10３ 7.2×10６ 
48 Ｐｕ－２４０ 3.5×10－１ 1.4×10７ 
49 Ｐｕ－２４１ 2.2×10－３ 1.1×10９ 
50 Ｐｕ－２４２ 2.0×10－１２ 1.8×10５ 
51 Ａｍ－２４１ 1.3×10－４ 1.2×10８ 
52 Ａｍ－２４２ｍ 5.7×10－１０ 3.3×10５ 
53 Ａｍ－２４３ 5.7×10－１６ 5.0×10６ 
54 Ｃｍ－２４２ 4.7×10－１０ 2.8×10５ 
55 Ｃｍ－２４４ ０ 1.4×10９ 

（注）2027 年４月１日時点 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

3
-
2
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変更前 変更後 備  考 

 第 3.2.23 表 放射性物質の気中移行割合 

対象物 解体工法 
飛散率※ 

ｆｓ（％） 

欠損割合 

ｆＬ（％） 

二次的な汚染

によるもの 

金属 

気中機械的切断 30 7.5 

気中熱的切断 70 7.5 

放射化汚染に

よるもの 

気中機械的切断 2.5 7.5 

気中熱的切断 11 7.5 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

第 3.2.24 表 汚染拡大防止囲いからの漏えい率並びに局所排風機

フィルタ及び建家排気フィルタの捕集効率 

パラメータ 漏えい率 捕集効率 

ｒ１ 

汚染拡大防止囲い

からの漏えい率 

蒸気発生器， 

1次冷却材ポンプ 
5×10－３※１ － 

上記以外 １ － 

ＤＦ１ 

汚染拡大防止囲い

局所排風機フィル

タの捕集効率 

粒子状 － 0.99※１ 

ガス状※２ － ０ 

ＤＦ２ 

建家排気フィルタ

の捕集効率 

粒子状 － 0.99※１ 

ガス状※２ － ０ 

※１：出典 電中研ハンドブック 

※２：金属の気中熱的切断時のＨ－３及びＣ－１４ 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

 第 3.2.27 表 （３－16）式の計算に用いたパラメータ 

記号 単位 パラメータ 数値 

 

Ｄ／Ｑ 

 

 

Ｅｉ 

 

 

 

μSv／Bq／MeV 

 

 

MeV 

 

 

 

放射性雲に関する相対

線量 

 

核種ｉのγ線実効エネ

ルギ 

 

 

第3.2.31表に示す 

 

 

第3.2.32表に示す 

 

 

 

第 3.2.28 表 （３－17）式及び（３－19）式の計算に用いたパラメータ 

記号 単位 パラメータ 数値 

 

ＶＧｉ 

 

（χ／Ｑ）Ｄ 

 

 

λｉ 

 

λＳｉ 

 

 

ｔＧ 

 

 

 

 

ＫＡｉ 

 

 

m／s 

 

s／m３ 

 

 

ｓ－１ 

 

ｓ－１ 

 

 

ｓ 

 

 

 

 

（μSv／y）／ 

（Bq／m２） 

 

核種ｉの乾燥沈着速度 

 

地表沈着に関する相対

濃度 

 

核種ｉの崩壊定数 

 

土壌からの核種ｉの系

外除去率 

 

放射性物質の沈着を考

慮する期間 

コンクリート 

金 属 

 

地表沈着核種ｉからの

実効線量換算係数 

 

 

0.01※ 

 

第3.2.31表に示す 

 

 

第3.2.33表に示す 

 

０※ 

 

 

 

 

3.2×107（１年）※ 

3.2×107（１年）※ 

 

第3.2.34表に示す 

 

※：出典 電中研ハンドブック 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

3
-
2
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変更前 変更後 備  考 

 第 3.2.29 表 （３－21）式の計算に用いたパラメータ 

記号 単位 パラメータ 数値 

 

Ｂr 

 

ＫＲｉ 

 

 

（χ／Ｑ）Ｂ 

 

 

 

m３／d 

 

μSv／Bq 

 

 

s／m３ 

 

 

 

成人の呼吸率  

 

呼吸摂取による核種ｉ

の実効線量換算係数 

 

呼吸摂取に関する相対

濃度 

 

 

22.2※ 

 

第3.2.35表に示す 

 

 

第3.2.31表に示す 

 

 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

3
-
2
6
 

変更前 変更後 備  考 

 第 3.2.30 表 （３－23）式～（３－28）式の計算に用いたパラメータ 

（１／２） 

記号 単位 パラメータ 数値 

 

ＲＬＶｉ 

 

 

 

 

 

 

ＦＥＶｉ 

 

 

 

λＷＶｉ 

 

 

 

ＹＶ 

 

 

 

 

（χ／Ｑ）Ｆ 

 

 

ｔＶ 

 

 

 

 

 

ＣＦＶｉ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

－ 

 
 

 

ｓ－１ 

 

 

 

kg／m２ 

 

 

 

 

s／m３ 

 

 

ｓ 

 

 

 

 

 

（Bq／kg）／

（Bq／kg-soil） 

 

 

農作物Ｖに関する核種

ｉの葉面付着割合（乾

燥沈着） 

葉 菜 

米 

根 菜 

 

農作物Ｖに関する核種

ｉの葉面から可食部へ

の移行係数 

 

農作物Ｖに関する核種

ｉのウェザリング除去

率 

 

農作物Ｖの栽培密度 

葉 菜 

米 

根 菜 

 

農作物摂取に関する相

対濃度 

 

農作物Ｖへの核種ｉの

沈着を考慮する期間 

葉 菜 

米 

根 菜 

 

土壌から農作物Ｖへの

核種ｉの移行割合 

 

 

 

 

 

0.2※ 

0.25※ 

0.2※ 

 

第3.2.36表に示す 

 

 

 

5.7×10－７※ 

 

 

 

 

2.8※ 

0.37※ 

2.2※ 

 

第3.2.31表に示す 

 

 

 

 

2.1×10７（240日）※ 

1.8×10７（210日）※ 

1.6×10７（180日）※ 

 

第3.2.37表に示す 

 

 

 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

 第 3.2.30 表 （３－23）式～（３－28）式の計算に用いたパラメータ 

（２／２） 

記号 単位 パラメータ 数値 

 

ＳＶ 

 

 

 

 

 

ＦＣＶ 

 

 

 

 

 

ＣＡ 

 

ＫＦｉ 

 

 

ＷＶ 

 

 

 

 

 

ＦＫＶ 

 

 

 

kg／m２ 

 

 

 

 

 

kg-C／kg 

 

 

 

 

 

kg-C／m３ 

 

μSv／Bq 

 

 

g／d 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

農作物Ｖに関する実効

地表面密度 

葉 菜 

米 

根 菜 

 

農作物Ｖ中の炭素重量

割合 

葉 菜 

米 

根 菜 

 

空気中の炭素重量割合 

 

経口摂取による核種ｉ

の実効線量換算係数 

 

人体の農作物Ｖの摂取

量 

葉 菜 

米 

根 菜 

 

農作物Ｖの市場希釈係

数 

 

 

 

 

190※ 

150※ 

280※ 

 

 

 

2.8×10－２※ 

4.1×10－１※ 

7.8×10－２※ 

 

1.8×10－４※ 

 

第3.2.38表に示す 

 

 

 

 

100※ 

320※ 

200※ 

 

１※ 

 

 

 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

 第 3.2.31 表 実効線量の評価に使用する相対線量（Ｄ／Ｑ）及び相対濃度

（χ／Ｑ） 

パラメータ 単位 数値 方位・距離※ 

Ｄ／Ｑ 
放射性雲に 

関する相対線量 
μSv／Bq／MeV 1.4×10－１３ 

ＷＳＷ 

890m 

 

（χ／Ｑ）Ｄ 

 

 

（χ／Ｑ）Ｂ 

 

 

（χ／Ｑ）Ｆ 

 

 

 

地表沈着に 

関する相対濃度 

 

呼吸摂取に 

関する相対濃度 

 

農作物摂取に 

関する相対濃度 

 

s／m３ 1.1×10－５ 
ＷＳＷ 

890m 

※：方位・距離は３号炉からの方位・距離を示す。 

 

第3.2.32表 核種ｉのγ線実効エネルギ 

核種 γ線実効エネルギ※ 

Ｅｉ（MeV） 

Ｃｏ－６０ 2.5 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

 第3.2.33表 核種ｉの崩壊定数 

核種 
崩壊定数※ 

λｉ（ｓ－１） 

Ｃ－１４ 3.836×10－１２ 

Ｃｏ－６０ 4.171×10－９ 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

第3.2.34表 地表沈着核種ｉからの実効線量換算係数 

核種 
実効線量換算係数※ 

ＫＡｉ（（μSv／y）／（Bq／m２）） 

Ｃｏ－６０ 2.2×10－２ 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

第3.2.35表 呼吸摂取による核種ｉの実効線量換算係数 

核種 
実効線量換算係数※ 

ＫＲｉ（μSv／Bq） 

Ｃｏ－６０ 3.1×10－２ 

Ｐｕ－２３８ 1.1×10２ 

Ａｍ－２４１ 9.6×10１ 

Ｃｍ－２４４ 5.7×10１ 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

 第3.2.36表 農作物Ｖに関する核種ｉの葉面から可食部への移行係数 

核種 

移行係数※ 

ＦＥＶｉ 

葉菜 米 根菜 

Ｃ－１４ １ 0.1 0.1 

Ｃｏ－６０ １ 0.1 0.05 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

第3.2.37表 土壌から農作物Ｖへの核種ｉの移行割合 

核種 

移行割合※ 

ＣＦＶｉ（（Bq／kg）／（Bq／kg-soil）） 

葉菜 米 根菜 

Ｃｏ－６０ 9.4×10－３ 1.2×10－２ 2.0×10－３ 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

第3.2.38表 経口摂取による核種ｉの実効線量換算係数 

核種 
実効線量換算係数※ 

ＫＦｉ（μSv／Bq） 

Ｃ－１４ 5.8×10－４ 

Ｃｏ－６０ 3.4×10－３ 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 
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・記載の適正化 

（第3.2.3図の新規追加に伴

い，本図は希ガス及びよう

素に対する評価地点である

ことを明確化） 
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・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具
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・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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添付書類四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等が

あった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、

影響等に関する説明書 

廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場

合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説

明書の記述の一部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請

書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 
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変更前 変更後 備  考 

添付書類四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった

場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関

する説明書 

１号炉の廃止措置中に想定される過失，機械又は装置の故障，地震，火災

その他の災害があった場合に放射性物質の放出を伴う事故とその影響を選

定し，敷地境界外における周辺公衆の最大の実効線量を評価することにより，

１号炉の廃止措置が周辺公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与え

ないことを示す。 

 

1. 解体工事準備期間の事故時における周辺公衆の受ける線量評価 

解体工事準備期間の事故時における周辺公衆の受ける線量評価は，「発

電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」及び「気象指針」を

参考とし，解体工事準備期間の事故を想定して実施する。 

 

 

2. 解体工事準備期間の事故時における周辺公衆の受ける線量評価のまと

め 

解体工事準備期間の事故として「燃料集合体の落下」及び「放射性気体

廃棄物処理施設の破損」を想定した場合，環境へ放出される放射性物質の

放出量は少なく，周辺公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与える

ことはない。 

 

 

添付書類四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった

場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関

する説明書 

１号炉の廃止措置中に想定される過失，機械又は装置の故障，地震，火災

その他の災害があった場合に発生することが想定される放射性物質の放出

を伴う事故とその影響を選定し，敷地境界外における周辺公衆の最大の実効

線量を評価することにより，１号炉の廃止措置が周辺公衆に対して著しい放

射線被ばくのリスクを与えないことを示す。 

 

1. 解体工事準備期間の事故時における周辺公衆の受ける線量評価 

解体工事準備期間の事故時における周辺公衆の受ける線量評価は，「発

電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（以下「安全評価指

針」という。）及び「気象指針」を参考とし，解体工事準備期間の事故を

想定して実施する。 

 

1.4 解体工事準備期間の事故時における周辺公衆の受ける線量評価のま

とめ 

解体工事準備期間の事故として「燃料集合体の落下」及び「放射性気

体廃棄物処理施設の破損」を想定した場合，環境へ放出される放射性物

質の放出量は少なく，周辺公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを

与えることはない。 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（タイトルとの整合） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（略称の追加） 

 

 

・記載の適正化 

（番号の変更） 
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変更前 変更後 備  考 

3. 原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降の事故時における周辺公衆の受

ける線量評価 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降の事故時における周辺公衆の受

ける線量評価については，原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに

廃止措置計画の変更の認可を受ける。 

2. 原子炉領域周辺設備解体撤去期間の事故時における周辺公衆の受ける

線量評価 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間の事故時における周辺公衆の受ける

線量評価は，「安全評価指針」，「気象指針」及び「電中研ハンドブック」

を参考とし，原子炉領域周辺設備解体撤去期間の事故を想定して実施す

る。 

 

2.1 事故の想定 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間は，管理区域内設備の解体撤去に

伴い粒子状物質が発生することを踏まえ，廃止措置工事に係る過失，

機械又は装置の故障，地震，火災，その他の災害による原子炉施設の

事故の種類，程度，影響等により想定する事故の中から最も放出量の

大きい事故を想定する。解体撤去に伴い発生する粒子状物質は建家排

気フィルタ及び局所排風機フィルタに捕集されることを考慮すると，

これらのフィルタに付着している粒子状物質全量が大気へ放出される

事象が最も放出量が大きくなることから，これらのフィルタの破損を

想定する。 

なお，評価上は，局所排風機フィルタによる捕集を考慮せず，粒子

状物質全量が建家排気フィルタに捕集されたものとする。 

解体工事準備期間で想定した事故のうち，「1.2 燃料集合体の落下」

については，１号炉原子炉補助建家内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵し

ていた使用済燃料は搬出を完了したことから，また，「1.3 放射性気

体廃棄物処理施設の破損」については，希ガスは解体工事準備期間で

実施した作業に伴い放出されていることから，原子炉領域周辺設備解

体撤去期間以降の事故としては想定しない。 

 

2.2 建家排気フィルタの破損 

(1) 事故の想定 

建家排気フィルタの破損は，建家排気フィルタが火災，爆発，落

下，衝突等によって破損し，建家排気フィルタに付着していた粒子

状物質が大気へ放出される事象とする。 

周辺公衆に対する被ばく経路には，短期的に被ばくする経路（放

射性雲からのγ線による外部被ばく及び呼吸摂取による内部被ばく）

及び放射性物質の放出後に長期的に被ばくする経路（地表沈着物か

らのγ線による外部被ばく及び農作物摂取等による内部被ばく）が

ある。事故時においては，付近への立入制限，土地表面の除染，農

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

作物の摂取制限等の措置が行われることから，短期的に被ばくする

経路について評価するものとする。 

したがって，周辺公衆の受ける線量は，建家排気フィルタが地表

面に落下し，地表面から大気中に放出された粒子状物質が，放射性

雲となって風下に流れ，この放射性雲からのγ線による外部被ばく

及び呼吸摂取による内部被ばくを対象に評価する。 

(2) 評価対象核種 

建家排気フィルタの破損における評価対象核種は，「添付書類五 

核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書」で評

価した核種のうち，各評価経路における線量寄与の割合１％以上と

なる核種を対象とする。 

(3) 放出量評価方法 

建家排気フィルタの破損により大気へ放出される粒子状物質の量

は，以下の条件により算出する。 

a. 管理区域内設備の解体撤去に伴い発生する粒子状物質（保守的

にガス状の放射性物質を含む）全量が，建家排気フィルタに付着

しているものとする。 

b. 原子炉領域周辺設備解体撤去期間の期間内における建家排気フ

ィルタの交換は考慮しない。 

c. 事故により，建家排気フィルタに付着している粒子状物質全量

が大気中に放出されるものとする。 

上記の条件により，建家排気フィルタに付着している粒子状物

質が大気へ放出される量を計算する式を次に示す。 

ＱＮｉ＝ＡＲｉ・ＦＡ …………………（４－２） 

ＱＮｉ：事故による核種ｉの大気中への放出量 （Bq） 

ＡＲｉ：原子炉領域周辺設備の核種ｉの推定放射能量 （Bq） 

ＦＡ ：放射性物質の気中移行割合 （－） 

ＦＡ＝ｆＳ×ｆＬ 

ｆＳ ：飛散率 （－） 

ｆＬ ：切断等による欠損割合 （－） 

（４－２）式の計算に用いたパラメータを第 4.2.1 表に示す。 

d. 線量評価に必要な拡散，気象条件としては，放射性物質が地表面

から放出されると仮定し，「気象指針」に基づいて計算された相対

濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

(4) 線量評価方法 

a. 放射性雲からのγ線による外部被ばく 

放射性雲からのγ線による外部被ばくは次式を用いて計算する。 

Ｈγ＝∑Ｈγｉ  …………………（４－３） 
ｉ 

Ｈγｉ＝Ｋ・（Ｄ／Ｑ）・Ｅｉ・ＱＮｉ …………………（４－４） 

Ｈγ ：放射性雲からのγ線による実効線量 （Sv） 

Ｈγｉ ：核種ｉに関する放射性雲からのγ線による実効線量 

（Sv） 

Ｋ ：空気カーマから実効線量への換算係数 （Sv／Gy） 

Ｄ／Ｑ：γ線エネルギ１MeV における相対線量 （Gy／Bq／MeV） 

Ｅｉ ：核種ｉのγ線実効エネルギ （MeV） 

b. 呼吸摂取による内部被ばく 

呼吸摂取による内部被ばくは次式を用いて計算する。 

ＨＩ＝∑ＨＩｉ …………………（４－５） 
ｉ 

ＨＩｉ＝Ｒ・Ｈ∞・（χ／Ｑ）・ＱＮｉ …………………（４－６） 

ＨＩ ：呼吸摂取による実効線量 （Sv） 

ＨＩｉ  ：核種ｉに関する呼吸摂取による実効線量 （Sv） 

Ｒ ：呼吸率 （m３／s） 

Ｈ∞ ：核種ｉの呼吸摂取による実効線量換算係数 （Sv／Bq） 

χ／Ｑ：相対濃度 （s／m３） 

（４－３）～（４－６）式の計算に用いたパラメータを第 4.2.2

表及び第 4.2.3 表に示す。 

(5) 気象条件 

線量評価においては，2001 年１月から 2001 年 12 月の１年間におけ

る気象データを使用する。また，評価に使用する気象データは，近年

の気象データによる異常年検定を行い，異常がないことを確認してい

る。 

(6) 評価結果 

建家排気フィルタの破損によって，大気中に放出される粒子状物質

の量を第 4.2.4 表に示す。敷地境界外における最大の実効線量を評価

した結果を第 4.2.5 表に示す。 
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 2.3 原子炉領域周辺設備解体撤去期間の事故時における周辺公衆の受け

る線量評価のまとめ 

原子炉領域周辺設備解体撤去期間の事故として「建家排気フィルタ

の破損」を想定した場合，環境へ放出される放射性物質の放出量は少

なく，周辺公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることは

ない。 

 

3. 原子炉領域設備等解体撤去期間以降の事故時における周辺公衆の受け

る線量評価 

原子炉領域設備等解体撤去期間以降の事故時における周辺公衆の受け

る線量評価については，原子炉領域設備等解体撤去期間に入るまでに廃止

措置計画の変更の認可を受ける。 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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 第 4.2.1 表 （４－２）式の計算に用いたパラメータ 

記号 単位 パラメータ 数値 

 

ＡＲｉ 

 

 

ｆｓ 

 

ｆＬ 

 

 

Bq 

 

 

－ 

 

－ 

 

 

原子炉領域周辺設備の

核種ｉの推定放射能量 

 

飛散率 

 

切断等による欠損割合 

 

 

第4.2.6表に示す 

 

 

 

第4.2.7表に 

示す 

 

 

 

第 4.2.2 表 （４－３）式及び（４－４）式の計算に用いたパラメータ 

記号 単位 パラメータ 数値 

 

Ｋ 

 

 

Ｄ／Ｑ 

 

 

Ｅｉ 

 

 

 

Sv／Gy 

 

 

Gy／Bq／MeV 

 

 

MeV 

 

 

 

空気カーマから実効線

量への換算係数 

 

γ線エネルギ１MeVに

おける相対線量 

 

核種ｉのγ線実効エネ

ルギ 

 

 

１※ 

 

 

第4.2.8表に示す 

 

 

第4.2.9表に示す 

 

 

※：出典 電中研ハンドブック 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

 第 4.2.3 表 （４－５）式及び（４－６）式の計算に用いたパラメータ 

記号 単位 パラメータ 数値 

 

Ｒ 

 

Ｈ∞ 

 

 

χ／Ｑ 

 

 

m３／s 

 

Sv／Bq 

 

 

s／m３ 

 

 

呼吸率 

 

核種ｉの呼吸摂取によ

る実効線量換算係数 

 

相対濃度 

 

 

8.61×10－５※ 

 

第4.2.10表に示す 

 

 

第4.2.8表に示す 

 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

 

第 4.2.4 表 建家排気フィルタの破損による核種の大気中への放出量 

（原子炉領域周辺設備解体撤去期間） 

核種 放出量 

Ｃｏ－６０ 約 1.5×10１０Bq 

Ｎｉ－６３ 約 9.3×10１０Bq 

Ｎｂ－９４ 約 3.0×10８Bq 

Ｐｕ－２３８ 約 9.3×10６Bq 

Ａｍ－２４１ 約 3.4×10６Bq 

Ｃｍ－２４４ 約 4.1×10７Bq 
 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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 第 4.2.5 表 建家排気フィルタの破損による実効線量評価結果 

（原子炉領域周辺設備解体撤去期間） 

評価項目 評価結果 

実効線量 約 8.9×10－２mSv 
 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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 第 4.2.6 表 原子炉領域周辺設備の推定放射能量 

評価対象核種 
推定放射能量ＡＲｉ（Bq） 

放射化汚染 二次的な汚染 
１ Ｈ－３ 1.8×10１０ 3.0×10９ 
２ Ｂｅ－１０ 3.4×10２ 1.3×10５ 
３ Ｃ－１４ 6.8×10８ 1.4×10１２ 
４ Ｓ－３５ 1.8×10６ 1.3×10－１１ 
５ Ｃｌ－３６ 4.3×10７ 2.7×10７ 
６ Ｃａ－４１ 2.4×10５ 9.0×10５ 
７ Ｍｎ－５４ 5.1×10７ 7.1×10５ 
８ Ｆｅ－５５ 2.5×10１１ 3.2×10１０ 
９ Ｆｅ－５９ 1.2×10７ ０ 
10 Ｃｏ－５８ 8.7×10７ 7.7×10－１３ 
11 Ｃｏ－６０ 5.1×10１１ 3.7×10１１ 
12 Ｎｉ－５９ 2.6×10９ 3.0×10１０ 
13 Ｎｉ－６３ 2.4×10１１ 3.2×10１２ 
14 Ｚｎ－６５ 2.2×10６ 2.6×10３ 
15 Ｓｅ－７９ 5.6×10３ 2.9×10５ 
16 Ｓｒ－９０ 1.7×10４ 4.1×10８ 
17 Ｚｒ－９３ 1.5×10２ 4.4×10４ 
18 Ｎｂ－９４ 8.9×10６ 1.1×10１０ 
19 Ｍｏ－９３ 5.0×10７ 3.3×10７ 
20 Ｔｃ－９９ 7.6×10６ 1.3×10７ 
21 Ｒｕ－１０６ 1.0 7.5×10３ 
22 Ａｇ－１０８ｍ 2.0×10７ 3.0×10７ 
23 Ｃｄ－１１３ｍ 1.2 1.3×10５ 
24 Ｓｎ－１２６ 6.5×10－２ 3.7×10３ 
25 Ｓｂ－１２５ 1.1×10７ 4.7×10７ 
26 Ｔｅ－１２５ｍ 4.3×10６ 1.7×10７ 
27 Ｉ－１２９ 1.6×10１ 5.6×10３ 
28 Ｃｓ－１３４ 4.9×10７ 4.8×10６ 
29 Ｃｓ－１３７ 1.8×10４ 1.4×10９ 
30 Ｂａ－１３３ 6.2×10５ 2.6×10８ 
31 Ｌａ－１３７ 6.1×10２ 4.6×10２ 
32 Ｃｅ－１４４ 9.3 2.1×10２ 
33 Ｐｍ－１４７ 1.8×10６ 6.5×10７ 
34 Ｓｍ－１５１ 2.0×10８ 1.2×10８ 
35 Ｅｕ－１５２ 3.0×10９ 2.2×10７ 
36 Ｅｕ－１５４ 1.8×10８ 6.1×10７ 
37 Ｈｏ－１６６ｍ 8.4×10６ 2.3×10９ 
38 Ｌｕ－１７６ 3.8×10７ 7.7 
39 Ｉｒ－１９２ｍ 1.3×10６ 1.8×10７ 
40 Ｐｔ－１９３ 4.1×10６ 3.1×10１０ 
41 Ｕ－２３４ 6.5×10５ 4.2×10４ 
42 Ｕ－２３５ 3.0×10４ 1.8×10２ 
43 Ｕ－２３６ 1.3×10－１ 4.2×10３ 
44 Ｕ－２３８ 6.4×10５ 6.0×10３ 
45 Ｎｐ－２３７ 1.1×10－３ 1.4×10４ 
46 Ｐｕ－２３８ 2.4×10－４ 3.3×10８ 
47 Ｐｕ－２３９ 5.8×10３ 7.2×10６ 
48 Ｐｕ－２４０ 3.5×10－１ 1.4×10７ 
49 Ｐｕ－２４１ 2.2×10－３ 1.1×10９ 
50 Ｐｕ－２４２ 2.0×10－１２ 1.8×10５ 
51 Ａｍ－２４１ 1.3×10－４ 1.2×10８ 
52 Ａｍ－２４２ｍ 5.7×10－１０ 3.3×10５ 
53 Ａｍ－２４３ 5.7×10－１６ 5.0×10６ 
54 Ｃｍ－２４２ 4.7×10－１０ 2.8×10５ 
55 Ｃｍ－２４４ ０ 1.4×10９ 

（注）2027 年４月１日時点 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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 第 4.2.7 表 放射性物質の気中移行割合 

対象物 解体工法 
飛散率※ 

ｆｓ（％） 

欠損割合 

ｆＬ（％） 

二次的な汚染

によるもの 

金属 

気中機械的切断 30 7.5 

気中熱的切断 70 7.5 

放射化汚染に

よるもの 

気中機械的切断 2.5 7.5 

気中熱的切断 11 7.5 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

 

第 4.2.8 表 線量評価に用いる相対線量（Ｄ／Ｑ）及び相対濃度 

（χ／Ｑ） 

 
実効放出 

継続時間 
放出高さ 

χ／Ｑ 

（s／m３） 

Ｄ／Ｑ 

(Gy／Bq／

MeV) 

着目方位 

建家排気 

フィルタの 

破損 

１時間 地上放出 1.1×10－４ 1.8×10－１８ SSW 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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 第 4.2.9 表 核種 iのγ線実効エネルギ 

パラメータ 核種 
実効エネルギ※ 

（MeV） 

Ｅｉ 核種 iのγ線実効エネルギ 
Ｃｏ－６０ 2.50 

Ｎｂ－９４ 1.56 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

 

第 4.2.10 表 核種 iの呼吸摂取による実効線量換算係数 

パラメータ 核種 
実効線量換算係数※ 

（Sv／Bq） 

Ｈ∞ 
核種 iの呼吸摂取による 

実効線量換算係数 

Ｃｏ－６０ 8.6×10－８ 

Ｎｉ－６３ 4.3×10－９ 

Ｐｕ－２３８ 1.9×10－４ 

Ａｍ－２４１ 1.8×10－４ 

Ｃｍ－２４４ 1.3×10－４ 

※：出典 電中研ハンドブック 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 



 

添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明

書 

核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書の記述

の一部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後

比較表の変更後欄のとおり変更する。 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

1. 汚染の分布の評価 

解体対象施設の汚染分布は，加圧水型原子炉施設のモデルプラントにお

ける評価結果を基に推定している。今後，解体工事準備期間に実施する汚

染状況の調査結果を踏まえた評価の見直しを行い，廃止措置計画に反映し

変更の認可を受ける。 

 

2. 現状の評価 

現状の評価は，加圧水型原子炉施設のモデルプラントにおける評価結果

を基に，主要な設備の放射能レベルを推定し，放射能レベル区分別の放射

性廃棄物発生量を評価している。評価の前提条件を以下に示す。 

・定格負荷相当年数30年（運転期間40年，稼働率75％） 

・原子炉停止後の安全貯蔵期間６年（準備期間１年＋安全貯蔵期間５年） 

・二次的な汚染を生じている設備の解体前除染による除染効果（除染係

数30） 

・二次的な汚染を生じている設備の解体後除染による除染効果（除染係

数100） 

上記の条件による主な廃止措置対象施設の推定汚染分布を第5.2.1図，

放射能レベル区分別の廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量

を第5.2.1表に示す。 

 

 

また，伊方発電所に貯蔵・保管している原子炉運転中に発生した放射性

固体廃棄物の貯蔵・保管場所ごとの種類及び数量を第5.2.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

1. 初回申請における評価 

初回申請における評価は，加圧水型原子炉施設のモデルプラントにおけ

る評価結果を基に，主要な設備の放射能レベルを推定し，放射能レベル区

分別の放射性廃棄物発生量を評価している。評価の前提条件を以下に示す。 

・定格負荷相当年数30年（運転期間40年，稼働率75％） 

・原子炉停止後の安全貯蔵期間６年（準備期間１年＋安全貯蔵期間５年） 

・二次的な汚染を生じている設備の解体前除染による除染効果（除染係

数30） 

・二次的な汚染を生じている設備の解体後除染による除染効果（除染係

数100） 

上記の条件による主な廃止措置対象施設の推定汚染分布を第5.1.1図，

放射能レベル区分別の廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量

を第5.1.1表に示す。ただし ，第5.1.1表の推定発生量については，２号炉

の廃止等に伴い見直した値（令和２年10月７日廃止措置計画変更認可）を

示す。 

また，伊方発電所に貯蔵・保管している原子炉運転中に発生した放射性

固体廃棄物の貯蔵・保管場所ごとの種類及び数量を第5.1.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

・記載の適正化 

（評価時期の明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（図番号の繰り上げ） 

・記載の適正化 

（表番号の繰り上げ） 

・記載の適正化 

（評価時期の明確化） 

・記載の適正化 

（表番号の繰り上げ） 
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変更前 変更後 備  考 

3. 今後の評価 

放射線業務従事者及び周辺公衆の被ばくを低減することを目的に，適切

な解体撤去工法及びその手順を策定するため並びに解体撤去工事に伴っ

て発生する放射性物質発生量の評価精度の向上を図るため，解体対象施設

に残存する放射性物質について，核種組成，放射能濃度及び分布を評価す

る。 

解体対象施設に残存する放射性物質は，原子炉運転中の中性子照射によ

り炉心部等の構造材が放射化して生成される放射化汚染及び１次冷却材

中の腐食生成物が炉心部で放射化され，機器及び配管の内面に付着して残

存する二次的な汚染に区分して評価する。 

 

 

 

 

 

 

放射化汚染は，放射化されたものに関して，生成核種を同定するととも

に，生成核種の放射能濃度分布を，計算による方法及び測定による方法に

よって評価する。 

計算による方法としては，発電用原子炉施設の運転履歴（中性子線の照

射履歴）や設計情報（建家図面等の位置情報，機器，配管及び材料情報）

により，計算コードを用いて評価する。 

測定による方法としては，解体対象施設から採取した代表試料を分析し

て，放射化生成核種を同定するとともに，生成核種の放射能濃度を求める。 

 

なお，試料の採取に当たっては，金属の部位からは遠隔操作等により，

コンクリートの部位からはコアボーリング等により試料を採取する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 汚染状況の調査 

放射線業務従事者及び周辺公衆の被ばくを低減することを目的に，適切

な解体撤去工法及びその手順を策定するため並びに解体撤去工事に伴っ

て発生する放射性物質発生量の評価精度の向上を図るため，解体対象施設

に残存する放射性物質について，核種組成，放射能濃度及び分布を評価す

る。 

解体対象施設に残存する放射性物質は，原子炉運転中の中性子照射によ

り炉心部等の構造材が放射化して生成される放射化汚染及び１次冷却材

中の腐食生成物が炉心部で放射化され，機器及び配管の内面に付着し残存

する二次的な汚染に区分して2027年４月１日時点の放射能量で評価する。

評価対象核種は，第5.2.1表に示す55核種とする。 

放射能レベル区分別の放射性固体廃棄物の推定発生量は，解体対象施設

に残存する放射性物質の核種組成，放射能濃度及び分布の評価結果を基

に，設計情報及び現地調査により設定した各設備の物量により評価する。 

 

2.1 放射化汚染の評価 

放射化汚染は，放射化されたものに関して，生成核種を同定するとと

もに，生成核種の放射能濃度分布を，計算による方法及び測定による方

法によって評価する。 

計算による方法としては，発電用原子炉施設の運転履歴（中性子線の

照射履歴）や設計情報（建家図面等の位置情報，機器，配管及び材料情

報）により，計算コードを用いて評価する。 

測定による方法としては，解体対象施設から採取した代表試料を分析

して，放射化生成核種を同定するとともに，生成核種の放射能濃度を求

める。 

なお，試料の採取に当たっては，金属の部位からは遠隔操作等により，

コンクリートの部位からはコアボーリング等により試料を採取する。 

放射化汚染の評価方法を第5.2.1図に示す。 

解体対象施設の放射化汚染による核種別の放射能量を第5.2.2表に示

す。 

 

 

 

 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（表現の統一） 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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二次的な汚染は，配管及び機器の外部からγ線の測定を行うとともに，

施設を構成する配管及び機器の材料組成を考慮して腐食生成物中の核種

組成比を計算又は測定により評価する。 

計算による方法としては，１次冷却材中の放射能濃度と表面密度から１

次冷却材に接液する配管及び機器の接液面の沈着及び剥離の挙動モデル

を用いて評価する。 

2.2 二次的な汚染の評価 

二次的な汚染は，機器及び配管外部からγ線を測定し，内面に付着し

ている主要な汚染核種であるＣｏ－６０の表面汚染密度を求め，機器及

び配管の内表面積を乗じて，Ｃｏ－６０の放射能量を評価する。 

その他の核種については，Ｃｏ－６０との核種組成比法や平均放射能

濃度法を用いて機器及び配管等に付着した放射能量を評価する。 

二次的な汚染の評価方法を第5.2.2図に示す。 

解体対象施設の二次的な汚染による核種別の放射能量を第5.2.3表に

示す。 

 

3. 汚染の分布 

放射化汚染及び二次的な汚染の評価結果による，主な廃止措置対象施設

の推定汚染分布を第5.3.1図に示す。 

 

4. 放射性固体廃棄物の推定発生量の評価 

「2.1 放射化汚染の評価」及び「2.2 二次的な汚染の評価」を用い

て評価した，放射能レベル区分別の放射性固体廃棄物の推定発生量を第

5.4.1表に示す。 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

第 5.2.1 表 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量 

 

（単位：ｔ） 

放射能レベル区分※１ 推定発生量※２ 

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物 

放射能レベルの比較的高いもの（Ｌ１） 約 90 

放射能レベルの比較的低いもの（Ｌ２） 約 880 

放射能レベルの極めて低いもの（Ｌ３） 約 2,070 

放射性物質として扱う必要のないもの 約 39,000 

合計※３ 約 42,000 

※１：放射能レベル区分値は，次のとおり。 
・Ｌ１の区分値の上限は，「原子炉等規制法施行令」第 31 条に定め

る放射能濃度。 
・Ｌ１とＬ２の区分値は，国内で操業されているコンクリートピッ

ト埋設施設の埋設許可条件と同等の最大放射能濃度。 
・Ｌ２とＬ３の区分値は，「原子炉等規制法施行令」（昭和 32 年政

令第 324 号。ただし，平成 19 年政令第 378 号の改正前のもの。）
第 31 条第１項に定める「原子炉施設を設置した工場又は事業所
において生じた廃棄されるコンクリート等で容器に固型化してい
ないもの」に対する濃度上限値の 10 分の１の放射能濃度。 

・放射性物質として扱う必要のないものの区分値は，「原子炉等規
制法」第 61 条の２第１項に規定する「製錬事業者等における工
場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射
能濃度についての確認等に関する規則」第２条に定める放射能濃
度。 

※２：推定発生量は，次のとおり。 
・低レベル放射性廃棄物については，10ｔ単位で切り上げた値であ

る。 
・放射性物質として扱う必要のないもの及び合計については，100

ｔ単位で切り上げた値である。 
・端数処理のため合計値が一致しないことがある。 
・推定発生量には付随廃棄物を含まない。 

※３：その他，放射性廃棄物でない廃棄物（管理区域外からの発生分を含
む。）が約 212,000ｔ発生する（1,000ｔ単位で切り上げた値）。  

第 5.1.1 表 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量 

（令和２年 10 月７日廃止措置計画変更認可） 

（単位：ｔ） 

放射能レベル区分※１ 推定発生量※２ 

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物 

放射能レベルの比較的高いもの（Ｌ１） 約 90 

放射能レベルの比較的低いもの（Ｌ２） 約 880 

放射能レベルの極めて低いもの（Ｌ３） 約 2,070 

放射性物質として扱う必要のないもの 約 39,000 

合計※３ 約 42,000 

※１：放射能レベル区分値は，次のとおり。 
・Ｌ１の区分値の上限は，「原子炉等規制法施行令」第 31 条に定め

る放射能濃度。 
・Ｌ１とＬ２の区分値は，国内で操業されているコンクリートピッ

ト埋設施設の埋設許可条件と同等の最大放射能濃度。 
・Ｌ２とＬ３の区分値は，「原子炉等規制法施行令」（昭和 32 年政

令第 324 号。ただし，平成 19 年政令第 378 号の改正前のもの。）
第 31 条第１項に定める「原子炉施設を設置した工場又は事業所
において生じた廃棄されるコンクリート等で容器に固型化してい
ないもの」に対する濃度上限値の 10 分の１の放射能濃度。 

・放射性物質として扱う必要のないものの区分値は，「原子炉等規
制法」第 61 条の２第１項に規定する「製錬事業者等における工
場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射
能濃度についての確認等に関する規則」第２条に定める放射能濃
度。 

※２：推定発生量は，次のとおり。 
・低レベル放射性廃棄物については，10ｔ単位で切り上げた値であ

る。 
・放射性物質として扱う必要のないもの及び合計については，100

ｔ単位で切り上げた値である。 
・端数処理のため合計値が一致しないことがある。 
・推定発生量には付随廃棄物を含まない。 

※３：その他，放射性廃棄物でない廃棄物（管理区域外からの発生分を含
む。）が約 212,000ｔ発生する（1,000ｔ単位で切り上げた値）。 

・記載の適正化 

（表番号の繰り上げ） 

・記載の適正化 

（評価時期の明確化） 
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変更前 変更後 備  考 

第 5.2.2 表 放射性固体廃棄物の貯蔵・保管場所ごとの種類及び数量 

（平成 28 年９月末現在） 

貯蔵・保管場所 種類 数量 

使用済樹脂貯蔵タンク 脱塩塔使用済樹脂 174 ｍ３※１ 

使用済燃料貯蔵設備 

使用済制御棒 89 体 

使用済バーナブルポイズン 246 体 

使用済プラギングデバイス 174 体 

固体廃棄物貯蔵庫 
ドラム缶 

均質固化体 494 本 

雑固体 
6,070 本 

その他 2,851 本※２ 

蒸気発生器保管庫 
蒸気発生器 ２ 基 

保管容器 298 ｍ３※３ 

※１：２号及び３号炉で発生した廃棄物を含む。 

※２：200ℓ ドラム缶相当での保管数量である。 

※３：原子炉容器上部ふた，炉内構造物等を含む。 

第 5.1.2 表 放射性固体廃棄物の貯蔵・保管場所ごとの種類及び数量 

（平成 28 年９月末現在） 

貯蔵・保管場所 種類 数量 

使用済樹脂貯蔵タンク 脱塩塔使用済樹脂 174 ｍ３※１ 

使用済燃料貯蔵設備 

使用済制御棒 89 体 

使用済バーナブルポイズン 246 体 

使用済プラギングデバイス 174 体 

固体廃棄物貯蔵庫 
ドラム缶 

均質固化体 494 本 

雑固体 
6,070 本 

その他 2,851 本※２ 

蒸気発生器保管庫 
蒸気発生器 ２ 基 

保管容器 298 ｍ３※３ 

※１：２号及び３号炉で発生した廃棄物を含む。 

※２：200ℓ ドラム缶相当での保管数量である。 

※３：原子炉容器上部ふた，炉内構造物等を含む。 

・記載の適正化 

（表番号の繰り上げ） 
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変更前 変更後 備  考 

 第 5.2.1 表 評価対象核種 

評価対象核種（55 核種） 

Ｈ－３ Ｂｅ－１０ Ｃ－１４ Ｓ－３５ Ｃｌ－３６ 

Ｃａ－４１ Ｍｎ－５４ Ｆｅ－５５ Ｆｅ－５９ Ｃｏ－５８ 

Ｃｏ－６０ Ｎｉ－５９ Ｎｉ－６３ Ｚｎ－６５ Ｓｅ－７９ 

Ｓｒ－９０ Ｚｒ－９３ Ｎｂ－９４ Ｍｏ－９３ Ｔｃ－９９ 

Ｒｕ－１０６ Ａｇ－１０８ｍ Ｃｄ－１１３ｍ Ｓｎ－１２６ Ｓｂ－１２５ 

Ｔｅ－１２５ｍ Ｉ－１２９ Ｃｓ－１３４ Ｃｓ－１３７ Ｂａ－１３３ 

Ｌａ－１３７ Ｃｅ－１４４ Ｐｍ－１４７ Ｓｍ－１５１ Ｅｕ－１５２ 

Ｅｕ－１５４ Ｈｏ－１６６ｍ Ｌｕ－１７６ Ｉｒ－１９２ｍ Ｐｔ－１９３ 

Ｕ－２３４ Ｕ－２３５ Ｕ－２３６ Ｕ－２３８ Ｎｐ－２３７ 

Ｐｕ－２３８ Ｐｕ－２３９ Ｐｕ－２４０ Ｐｕ－２４１ Ｐｕ－２４２ 

Ａｍ－２４１ Ａｍ－２４２ｍ Ａｍ－２４３ Ｃｍ－２４２ Ｃｍ－２４４ 
 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

 第 5.2.2 表 放射化汚染の推定放射能量 

（単位：Bq） 
評価対象核種 放射化汚染 

１ Ｈ－３ 4.7×10１４ 
２ Ｂｅ－１０ 2.9×10６ 
３ Ｃ－１４ 2.4×10１２ 
４ Ｓ－３５ 1.8×10６ 
５ Ｃｌ－３６ 3.2×10１１ 
６ Ｃａ－４１ 4.3×10１０ 
７ Ｍｎ－５４ 1.8×10１０ 
８ Ｆｅ－５５ 1.1×10１５ 
９ Ｆｅ－５９ 1.2×10７ 
10 Ｃｏ－５８ 8.7×10７ 
11 Ｃｏ－６０ 1.2×10１５ 
12 Ｎｉ－５９ 1.0×10１３ 
13 Ｎｉ－６３ 1.1×10１５ 
14 Ｚｎ－６５ 1.3×10７ 
15 Ｓｅ－７９ 1.9×10８ 
16 Ｓｒ－９０ 1.4×10９ 
17 Ｚｒ－９３ 2.9×10５ 
18 Ｎｂ－９４ 1.4×10１０ 
19 Ｍｏ－９３ 5.1×10１０ 
20 Ｔｃ－９９ 7.3×10９ 
21 Ｒｕ－１０６ 5.3×10５ 
22 Ａｇ－１０８ｍ 2.5×10１１ 
23 Ｃｄ－１１３ｍ 7.3×10５ 
24 Ｓｎ－１２６ 1.7×10４ 
25 Ｓｂ－１２５ 1.9×10１１ 
26 Ｔｅ－１２５ｍ 7.0×10１０ 
27 Ｉ－１２９ 8.5×10４ 
28 Ｃｓ－１３４ 1.9×10１１ 
29 Ｃｓ－１３７ 2.7×10９ 
30 Ｂａ－１３３ 1.6×10１０ 
31 Ｌａ－１３７ 1.1×10６ 
32 Ｃｅ－１４４ 2.8×10４ 
33 Ｐｍ－１４７ 1.3×10１０ 
34 Ｓｍ－１５１ 2.0×10１１ 
35 Ｅｕ－１５２ 5.5×10１２ 
36 Ｅｕ－１５４ 6.7×10１２ 
37 Ｈｏ－１６６ｍ 2.0×10９ 
38 Ｌｕ－１７６ 3.8×10７ 
39 Ｉｒ－１９２ｍ 2.1×10１０ 
40 Ｐｔ－１９３ 2.5×10１１ 
41 Ｕ－２３４ 1.2×10６ 
42 Ｕ－２３５ 4.8×10４ 
43 Ｕ－２３６ 3.0×10３ 
44 Ｕ－２３８ 1.0×10６ 

45 Ｎｐ－２３７ 2.2×10３ 
46 Ｐｕ－２３８ 1.6×10７ 
47 Ｐｕ－２３９ 1.8×10８ 
48 Ｐｕ－２４０ 7.0×10７ 
49 Ｐｕ－２４１ 5.7×10９ 
50 Ｐｕ－２４２ 3.6×10４ 
51 Ａｍ－２４１ 2.3×10８ 
52 Ａｍ－２４２ｍ 1.4×10６ 
53 Ａｍ－２４３ 7.0×10４ 
54 Ｃｍ－２４２ 1.1×10６ 
55 Ｃｍ－２４４ 8.9×10５ 

（注）2027 年４月１日時点 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

 第 5.2.3 表 二次的な汚染の推定放射能量 

（単位：Bq） 
評価対象核種 二次的な汚染 

１ Ｈ－３ 3.5×10９ 
２ Ｂｅ－１０ 2.8×10５ 
３ Ｃ－１４ 3.1×10１２ 
４ Ｓ－３５ 2.8×10－１１ 
５ Ｃｌ－３６ 5.7×10７ 
６ Ｃａ－４１ 1.9×10６ 
７ Ｍｎ－５４ 1.5×10６ 
８ Ｆｅ－５５ 6.9×10１０ 
９ Ｆｅ－５９ ０ 
10 Ｃｏ－５８ 1.7×10－１２ 
11 Ｃｏ－６０ 7.9×10１１ 
12 Ｎｉ－５９ 6.4×10１０ 
13 Ｎｉ－６３ 6.9×10１２ 
14 Ｚｎ－６５ 5.7×10３ 
15 Ｓｅ－７９ 6.2×10５ 
16 Ｓｒ－９０ 8.7×10８ 
17 Ｚｒ－９３ 9.4×10４ 
18 Ｎｂ－９４ 2.3×10１０ 
19 Ｍｏ－９３ 7.0×10７ 
20 Ｔｃ－９９ 2.9×10７ 
21 Ｒｕ－１０６ 1.6×10４ 
22 Ａｇ－１０８ｍ 6.5×10７ 
23 Ｃｄ－１１３ｍ 2.9×10５ 
24 Ｓｎ－１２６ 7.8×10３ 
25 Ｓｂ－１２５ 1.0×10８ 
26 Ｔｅ－１２５ｍ 3.7×10７ 
27 Ｉ－１２９ 1.2×10４ 
28 Ｃｓ－１３４ 1.0×10７ 
29 Ｃｓ－１３７ 3.0×10９ 
30 Ｂａ－１３３ 5.6×10８ 
31 Ｌａ－１３７ 9.9×10２ 
32 Ｃｅ－１４４ 4.6×10２ 
33 Ｐｍ－１４７ 1.4×10８ 
34 Ｓｍ－１５１ 2.6×10８ 
35 Ｅｕ－１５２ 4.8×10７ 
36 Ｅｕ－１５４ 1.3×10８ 
37 Ｈｏ－１６６ｍ 5.0×10９ 
38 Ｌｕ－１７６ 1.6×10１ 
39 Ｉｒ－１９２ｍ 3.8×10７ 
40 Ｐｔ－１９３ 6.6×10１０ 
41 Ｕ－２３４ 8.9×10４ 
42 Ｕ－２３５ 3.9×10２ 
43 Ｕ－２３６ 9.0×10３ 
44 Ｕ－２３８ 1.3×10４ 
45 Ｎｐ－２３７ 2.9×10４ 
46 Ｐｕ－２３８ 7.0×10８ 
47 Ｐｕ－２３９ 1.6×10７ 
48 Ｐｕ－２４０ 3.0×10７ 
49 Ｐｕ－２４１ 2.4×10９ 
50 Ｐｕ－２４２ 3.9×10５ 
51 Ａｍ－２４１ 2.6×10８ 
52 Ａｍ－２４２ｍ 7.2×10５ 
53 Ａｍ－２４３ 1.1×10７ 
54 Ｃｍ－２４２ 5.9×10５ 
55 Ｃｍ－２４４ 3.1×10９ 

（注）2027 年４月１日時点 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

 第5.4.1表 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量 

（単位：ｔ） 

放射能レベル区分※１ 推定発生量※２ 

低
レ
ベ
ル
放
射
性 

廃
棄
物 

放射能レベルの比較的高いもの（Ｌ１） 約 70 

放射能レベルの比較的低いもの（Ｌ２） 約 460 

放射能レベルの極めて低いもの（Ｌ３） 約 6,030 

放射性物質として扱う必要のないもの（ＣＬ） 約 21,900 

合計※３ 約 28,500 

※１：放射能レベル区分値は，次のとおり。 
・Ｌ１の区分値の上限は，「原子炉等規制法施行令」第 31 条に定め

る放射能濃度。 
・Ｌ１とＬ２の区分値は，「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚

染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」別表第１に
定める放射能濃度の 10 分の１。 

・Ｌ２とＬ３の区分値は，「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚
染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」別表第２に
定める放射能濃度の 10 分の１。 

・Ｌ３とＣＬの区分値は，「工場等において用いた資材その他の物
に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止の
ための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則」
別表第１欄の 33 種類の放射性物質のうち，旧原子力安全委員会
が選定した放射性物質（核種）（旧重要 10 核種（Ｈ－３，Ｍｎ－
５４，Ｃｏ－６０，Ｓｒ－９０，Ｃｓ－１３４，Ｃｓ－１３７，
Ｅｕ－１５２，Ｅｕ－１５４，Ｐｕ－２３９及びＡｍ－２４１））
の放射能濃度を，別表第２欄の放射能濃度で除した割合の合計値
として 1.0。 

※２：推定発生量は，次のとおり。 
・二次的な汚染を生じている設備の一部（タンク，配管等の形状）

については，除染効果（除染係数 100）を見込んでいる。 
・低レベル放射性廃棄物については，10ｔ単位で切り上げた値であ

る。 
・ＣＬ及び合計については，100ｔ単位で切り上げた値である。 
・端数処理のため合計値が一致しないことがある。 
・推定発生量には付随廃棄物を含まない。 

※３：その他，放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）（管理区域外からの発
生分を含む。）が約 195,000ｔ発生する（1,000ｔ単位で切り上げた
値）。 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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・記載の適正化 

（評価時期の明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（図番号の繰り上げ） 
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変更前 変更後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.2.1 図 放射化汚染の評価方法 

 

 

・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 

 

放射能濃度分布の計算 

・代表試料による元素組成の見直し 

・運転実績による照射及び冷却条件の設定 

・放射性核種生成崩壊計算コード 
ＯＲＩＧＥＮ－２．１にて計算 

中性子束分布の計算 

・幾何形状のモデル化 

・運転実績による出力分布の反映 

・二次元輸送計算コード 
ＤＯＲＴｖｅｒ.３．２にて計算 
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・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具

体化に伴う変更 
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・原子炉領域周辺設備解体撤

去期間の廃止措置計画の具
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添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期

間に関する説明書 

性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関す

る説明書の記述の一部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可

申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。
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変更前 変更後 備  考 

添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関

する説明書 

3. 性能維持施設の機能及びその性能 

(5) 解体中に必要なその他の施設 

a. 換気設備 

廃止措置期間中は，使用済燃料の貯蔵管理及び搬出作業，放射性廃

棄物の処理，放射性粉じん発生の可能性がある解体作業等において，

空気浄化が必要となる可能性があるため，「換気機能」を有する設備

を維持管理する。換気設備の機能及び性能維持施設を第 6.3.9 表に示

す。 

 

添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関

する説明書 

3. 性能維持施設の機能及びその性能 

(5) 解体中に必要なその他の施設 

a. 換気設備 

廃止措置期間中は，使用済燃料の貯蔵管理及び搬出作業，放射性廃

棄物の処理，粒子状物質発生の可能性がある解体作業等において，空

気浄化が必要となる可能性があるため，「換気機能」を有する設備を

維持管理する。換気設備の機能及び性能維持施設を第 6.3.9 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（略称の反映） 

 

 

 

 

 



 

添付書類七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に

関する説明書 

廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説

明書の記述の一部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請

書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 
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変更前 変更後 備  考 

添付書類七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する

説明書 

1. 廃止措置に要する費用 

１号炉の原子力発電施設解体引当金制度に基づく原子力発電施設の解

体に要する総見積総額（平成30年９月末現在）は第7.1.1表に示すとお

り，約396億円である。 

 

 

 

 

 

 

2. 資金調達計画 

廃止措置に要する費用は，全額自己資金により賄う。なお，１号炉の

原子力発電施設解体引当金制度による原子力発電施設解体引当金累積積

立額（令和元年度末現在）は，約375億円である。 

今後，原子力発電施設解体引当金制度による積立期間において，総見

積額の全額を積み立てる計画である。 

 

第7.1.1表 原子力発電施設の解体に要する総見積額 

（平成30年９月末現在） 

項 目 見積額 

施設解体費 約292億円 

解体廃棄物処理処分費 約104億円 

合 計 約396億円 
 

添付書類七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する

説明書 

1. 廃止措置に要する費用 

「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に

関する法律」に基づき，使用済燃料再処理・廃炉推進機構（以下「機

構」という。）が，廃炉推進業務に必要な費用を当社の廃止措置に要する

費用を含めて算定する。 

なお，原子力発電施設解体引当金制度（令和６年４月１日に廃止）に

基づいて当社が算定していた原子力発電施設解体に要する費用の総見積

額は，令和５年度末時点において，伊方発電所１号炉で約396億円であ

る。 

 

2. 資金調達計画 

廃止措置に要する費用に相当する額が，各年度，機構から当社に支払

われる。 

なお，当社は機構の廃炉推進業務に必要な費用に相当する額を，各年

度，機構に対して廃炉拠出金として納付する。 

 

 

 

・原子力発電施設解体引当金

制度の廃止に伴う見直し 
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